
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

シトー修道院「創立小史」（Exordium Parvum）邦訳
: シトー修道院創立史の諸問題・Ⅰ

岸, ちづ子

https://doi.org/10.15017/2236699

出版情報：史淵. 110, pp.175-201, 1973-02-28. 九州大学文学部
バージョン：
権利関係：



シ
ト

l
修
道
院

「
創
立
小
史
」
（
同
刊
誌
。
ミ

S
き

h
uミ
ゼ
ど
さ
）

邦
訳

ー

l
lシ
ト

l
修
道
院
創
立
史
の
諸
問
題
・

Iー
ー

岸

ち

づ

子

こ
こ
に
邦
訳
を
試
み
た

h
U
S
E
S
S
E
3
s
a
は
、
シ
ト
l
修
道
院
の
創
立
（
一

O
九
八
年
）
を
物
語
る
史
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

一
九
四
二
年
に
し
『
・
1

回
・
冨
乱
臣
は
、
「
ど
ん
な
修
道
会
も
、
そ
の
創
立
に
つ
い
て
、
シ
ト
l
会
ほ
ど
明
瞭
且
つ
単
純
な
歴
史
を
有
し
て
は
い

な
い
。
こ
の
修
道
院
の
創
立
と
修
道
会
の
発
端
は
、
実
に
第
三
代
シ
ト
l
修
道
院
長
田
山

8
5
回

R
門
出
口
問
に
よ
る
同
時
代
の
物
語
の
中
に
す

っ
か
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
断
言
し
た
。
こ
こ
で
物
語
と
呼
ば
れ
た
も
の
こ
そ
同
H
。
、
丸
信
送
、
ぬ
ミ
ミ
誌
で
あ
っ
て
、
十
三
世
紀
初

頭
に
成
立
し
た
所
謂
同
』
円
。
ミ
旨
s
s
a崎
一
語
と
区
別
し
て
、
か
く
過
称
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
序
文
と
十
八
の
章
か
ら
成
る
こ
の

同
さ
え
宕
さ

E
3
g遣
は
そ
の
八
つ
の
章
に
、
叙
述
を
立
証
す
る
為
に
公
文
書
類
を
再
録
し
て
お
り
、
原
初
テ
グ
ス
ト
の
問
題
が
生
じ
る
ま
で

は
シ
ト
l
創
立
史
と
し
て
第
一
級
の
史
料
価
値
を
認
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
記
述
部
分
の
検
討
に
よ
っ
て
作
者
を
開
t
oロ
ロ
巾
出

m
E宙
開
と

し
、
成
立
年
代
を
一
一
二

O
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
十
月
十
八
日
の
聞
に
求
め
る
見
解
が
ほ
ぼ
定
説
と
し
て
受
容
れ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
る
に
一
九
四
二
年
に
お
け
る
、
シ
ト
l
会
会
憲
（
qb号
宮
町
、
f
a
5
a
h
h
h
）
の
原
初
テ
グ
ス
ト
の
発
見
は
、

写
本
の
再
発
掘
と
再
検
討
を
促
し
、
以
来
初
期
シ
ト
l
に
関
す
る
史
料
状
況
は
完
全
に
一
新
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

同町
USミ

e
s
に
関
し
て
は
現
在
大
別
し
て
二
種
の
ヴ
ェ
ル
シ
ョ
シ
が
存
在
す
る
。
即
ち
同
送
、

AhEshw奇
話
さ
と
、
一
九
三
二
年
以
来
そ
の
存

シ
ト
l
会
関
係
諸
史
料
の
手

在
自
体
は
知
ら
れ
な
が
ら
も
同
し
さ
ミ
h
S司
、
号
喜
連
の
レ
ジ
ュ
メ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

同叫し
S
ミ
同
程
遠

n
h
h
H
旬、
n
h
h

（
一
時

h
u
h
還
さ
ぬ

同
叫
し
さ
昆
ど
と
通
称
さ
れ
て
い
た
）
と
で
あ
り
、

後
者
こ
そ
が
一
一
一
九
年
、
教
皇
カ

H
グ
ス
ト
ゥ
ス
二
世
の
修
道
会
認
可
を
受
け
る
為
に
提
出

シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
（
同
H
ミ
S
E送
、
ミ
運
送
）
邦
訳
（
岸
）

一
七
五



シ
ト
1
修
道
院
「
創
立
小
史
」
〈
同
皆
、

s・E
S
Eミ
言
語
）
邦
訳
企
序
）

一
七
六

さ
れ
た
一
連
の
会
憲
・
諸
規
定
（
曽
ヨ
ミ

a
n
Eミ
a
n』
hqEHな
と

N
E
Sミ
る
の
序
文
と
し
て
作
成
さ
れ
た
、

ル
シ
ョ
シ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
同
叫
し
さ
ミ
密
送
、
奇
話
連
の
手
写
本
伝
承
様
態
の
研
究
結
果
は
、
こ
れ
が
一
一
五
二
年
エ
ワ
グ
－
で
ワ
ス

三
世
の
修
道
会
確
認
を
機
と
し
て
行
わ
れ
た
会
憲
、
諸
規
定
の
増
補
改
訂
の
際
に
新
た
に
編
纂
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

新
編
纂
物
は
、
極
め
て
短
い
闘
し
問
。
ミ
宮
遣
の
宮
崎
、
町
民
の
叙
述
を
忠
実
に
敷
街
し
立
証
文
書
類
を
収
録
し
た
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
叙
述
に
お

い
て
も
文
書
の
配
置
に
お
い
て
も
、
序
文
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
教
会
法
的
に
適
法
な
創
立
を
印
象
づ
け
る
為
の
作
為
の
産
物
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
同
・
l
k
r－

F
え
宮
店
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、

F
O常

2
0
は
闘
し
S
ミ
雪
道
。
是
認
止
を
、
時
代
的
に
創
立
の

時
点
に
最
も
近
く
且
つ
記
述
が
同
』
円
。
見
定
湾
、
司
選
還
と
比
較
し
て
客
観
的
で
あ
る
と
し
、
同
U
Sえ
皆
遣
の
hhH
崎
、
町
民
と
、
同
』
円
。
ミ
－
R
E
S
Eミ
喜
惜

の
文
書
類
の
み
と
を
創
立
史
の
主
た
る
史
料
と
し
て
限
定
し
よ
う
と
し
た
。

同町U
円
旬
、
宮
還
の
原
初
グ
エ

し
か
し
こ
れ
に
は
賛
否
両
論
が
あ
り
、

と
述
べ

宗5玉、Yて

Z星
f灸 tこ
も

t::i 

関
口

0
4
1
2
は
「
闘
し
さ
込
町
民
s
h
w
a
ミ
思
議
の
真
猿
性
の
問
題
は
い
ま
だ
に
未
決
定
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

の
事
情
が
著
し
く
改
善
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

筆
者
は
か
ね
て
か
ら
、
シ
ト

l
修
道
院
の
創
立
史
の
諸
問
題
に
対
し
て
、
自
分
な
り
の
解
答
を
与
え
た
い
と
念
顧
し
て
き
た
が
、
問
題
を
解

く
手
が
か
り
の
一
端
は
二
つ
の
同
h
sミ
h
．SH
の
比
較
検
討
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
は
い
づ
れ
続
稿
に
於
い
て
報
告

し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
準
備
と
し
て
、
同
町
』
円
。
ミ

e
s
E
3
5
3
を
訳
出
し
た
次
第
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
邦
訳
で
は
主

と
し
て
訳
語
と
意
味
の
決
定
に
意
を
用
い
、
創
立
史
の
問
題
に
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
点
に
つ
い
て
の
詳
し
い
註
は
付
さ
な
か
っ
た
。

註

乙
れ
に
は
既
に
今
野
国
雄
先
生
の
邦
訳
、
「
シ
ト
l
修
道
院
並
び
に
教
団
生
誕
小
史
」
（
何
回
O
E
E自
国

M同
ヨ
回
目
）
試
訳
及
び
註
（
一
橋
論
叢

ω
・
昭
羽

－

m
O同
1
l
印
凶
∞
頁
）
が
あ
り
、
教
え
ら
れ
る
と
乙
ろ
が
多
か
っ
た
。

（2
）
』
・
2
切－

zkv出
戸
内
。
亙
芯
円
室
内
、
0

．2
a
h
S
句
。
ミ
向
、
ミ
ミ
S
F
h雪
。
ミ
句
宮
崎
匂
聖
書
記
富
島
旬
、
句
、
色
町
内
な

Q
S句｜』
N
a
3・
MMRF

Hzeb品－

H由
AFN・同
一
【
O
静
也
・
日
戸
田
品
目
・

M
M
－

AFH・

（3
）
原
題
は

A
b也
毛
主
也
、
S
E司崎町宮崎、町民向＝
h
h
h
n
b
s
s
h
h
V
（
シ
ト
l
修
道
院
の
創
立
に
つ
い
て
）
で
あ
る
。

（

1
）
 

一
一
七
九
l
一
一
九
三
年
ど
ろ
か
ら
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t
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l
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t
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e
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b
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,
 1963, 

Additional note, 
C, 

p. 
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ふ
ι
ー
金
銭
銅
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「
諸
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毛
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x
o
r
d
i
u
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P
a
r
v
u
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シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
ハ
同
H
q『
h
b

．＝sh
w
a
輔、遺
S
V
邦
訳
（
岸
）

一
七
八

邦

訳

お

よ

び

註

凡
付 例

テ
グ
ス
ト
は
、
叙
述
部
分
に
関
し
て
は
、
冨
岡
の
Z
開－

N
』い・・同・

HOO－
no－－

5
2
1
5
5
2
．8吋

Z
H・同
M

・〉同
Hω
・』〈。
H
a
s
h
H
h
q
g

n
E旬、
nh向
宮
崎
・
M
M
M
E
F
H
君
。
）
に
拠
り
、
収
録
さ
れ
た
詩
文
書
に
つ
い
て
は
し
『
・
冨
〉
岡
戸
田
岡
－

q宮
ミ

s
a
§
s
s
s
g
g宮
崎
宵
き
ミ

E
～vFe旬
、
向
。

E
－S
N
（
hws～
宣
言
g
n－崎、
n
e
E
F
同
）
・
同
O
B
m
r
冨
宮
所
収
の
エ
デ
ィ
シ
冒
シ
を
採
っ
た
。
尚
回
・
寸
同
ωω
同開同－

hwhF～e
s
R
a
』
wミ
E
s
q
h句同町、
2
2
h
a
s－
ωO回
国
民

O
R・
H
a
g
の
エ
デ
ィ
シ
ョ
シ
は
同
・
戸
件
－

M
H
J『
・
思
y
H
Sーロ
ω
に
再
録
さ
れ

同同
て
い
る
が
抜
率
で
あ
る
為
第
二
章
か
ら
第
十
四
章
ま
で
し
か
参
照
出
来
な
か
っ
た
。
尚
、
文
書
類
は
『

邦
訳
は
、
可
能
な
限
り
直
訳
を
心
が
け
た
が
訳
者
自
身
が
補
っ
た
語
に
は
〔
〕
を
付
し
た
。

冨
同
の
Z
凹
版
原
註
は
省
略
し
た
。
簡
単
な
註
、
戒
律
・
聖
書
引
用
の
場
合
は
（

』
を
付
し
て
示
し
た
。

）
に
入
れ
て
本
文
中
に
挿
入
し
た
。

シ
ト

l
修
道
院
創
立
小
史

序

エ
タ
レ
シ
ア
【
1
）

当
修
道
院
の
創
立
者
た
る
我
々
シ
ト
l
修
道
士
は
、
本
書
を
も
っ
て
、
修
道
院
と
そ
の
〔
修
道
〕
生
活
内
容
と
が
、
如
何
に
教
会
法
に
適
っ

て
、
如
何
な
る
権
威
に
依
拠
し
て
、
更
に
は
如
何
な
る
人
々
に
よ
っ
て
、
又
如
何
な
る
時
に
開
始
さ
れ
た
か
を
、
我
々
の
後
継
者
達
に
知
ら
せ

ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
事
実
の
真
正
な
真
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
等
〔
後
継
者
〕
が
こ
の
地
主
、
其
処
に

お
い
て
神
の
恩
寵
に
よ
り
我
々
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
た
聖
な
る
戒
律
の
遵
守
と
を
、
｝
層
粘
り
づ
よ
く
愛
し
、
又
日
〔
日
〕
の
重
み
と
情
熱
と

を
憾
む
こ
と
な
く
支
え
て
き
た
我
々
の
為
に
祈
り
、
更
に
は
戒
律
が
指
し
示
す
狭
く
愉
し
い
道
で
彼
等
が
死
に
至
る
ま
で
‘
汗
し
て
励
ま
ん
こ
と

を
希
う
が
為
で
あ
り
、
ま
た
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
等
が
肉
の
重
荷
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
至
福
に
も
永
遠
の
休
息
の
う
ち
に
憩
わ
ん
こ
と



を
希
う
が
為
で
あ
る
。

（1
）
正
確
に
は
一
修
道
院
の
修
道
士
の
総
体
、
共
同
体
そ
の
も
の
を
指
す
。
そ
の
他
邦
訳
に
あ
た
っ
て
便
宣
的
に
「
修
道
院
」
と
し
た
諸
語
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
o

s
g
g
gユロ
F
n
o
g
S
E
E－
－
後
者
は
む
し
ろ
修
道
士
共
同
体
（
白

O
B
E
E
E芯
目
。
E
E
a
g〉
で
あ
る
。
古
く
は
修
道
院
の
形
態
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
修
道
士
独
房
（
g
－Z
）
の
集
合
か
ら
成
る
も
の
を
指
し
た
。
（
例
え
ば

z
z
o
g
p
同
HHSq～口同
F
a忠
也
氏
ロ
ロ
の
〉
Z
の
p
c
h。h
h
a
ミ
E
F

〈。

A
g
g
o
v
z
g
V）
。
し
か
し
乙
乙
で
は
自
o
E己
R
E
B
と
形
態
的
に
は
区
別
容
れ
て
お
ら
ず
、
共
同
体
な
い
し
構
成
員
に
重
点
を
お
く
時
に

g
g？

E
ロ
ヨ
を
、
そ
の
他
の
時
に
は

g
oロ
g
gユ
ロ
ヨ
を
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

同
σ
z
t州

W
I
l
l
本
来
、
修
道
院
長
官
σ
Z
m）
の
職
位

2
8
0
6
を
指
し
た
が
、
カ
ロ
リ
ン
グ
期
に
於
け
る

V
8
0円
の
意
味
の
物
質
化
と
運
命
を
共

に
し
、
ほ
ぼ
九
世
期
以
来
曲
目
vσg
を
戴
く

S
D
E
S
H
2
E
S
と
同
義
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
も
教
会
法
上
適
法
な
叙
任
を
経
た
凶
σ
v
g
の
存

在
が
ち
宮
仲
間
同
た
る
こ
と
の
不
可
欠
な
条
件
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
第
四
章
が
明
白
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

】

0
2凹
｜
｜
場
所
そ
の
も
の
を
指
す
場
合
以
外
に
「
修
道
院
」
の
訳
語
を
用
い
た
。

白－

E
喜
E
g－
－
第
十
五
章
に
一
箇
所
の
み
。
広
義
に
は
囲
壁
で
固
ま
れ
た
修
道
院
敷
地
全
体
を
、
狭
義
に
は
修
道
院
内
部
の
回
廊
を
指
す
。

（2）

O
Z申
2
2
t回
目
白
口
口
広
岡
高
己
目
。
・
戒
律
は
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
修
道
戒
律
ハ
河
内
向
ミ
む
き
S
2
h
q遣
さ
〉
で
あ
る

o
o
Z
0
2
8江
田
は
「
遵
守
」

の
訳
を
用
い
た
が
、
具
体
的
に
は
戒
律
に
則
っ
た
修
道
生
活
の
実
践
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
。
更
に
乙
の
実
践
が
慣
習
化
し
、
慣
習
化
し
た
が
故
に
法
的

強
制
力
を
も
っ
時

g
g
z
z
E
2
2
と
呼
ば
れ
る
。
後
者
に
は
「
慣
習
律
」
の
訳
語
を
あ
て
た
（
第
十
二
章
参
照
）
。

第

一

章

モ

レ

l
ム
修
道
院
長
ロ
ベ
ル
ト
ウ
ス
は
、
シ
ト

l
修
道
院
な
ら
び
に

修
道
会
の
礎
を
侵
初
に
何
時
お
い
た
の
か
。

主
の
御
托
身
よ
り
一
千
九
拾
八
年
目
に
、
ラ
シ
グ
ル
司
教
区
に
創
立
さ
れ
た
モ
レ

l
ム
修
道
院
の
初
代
院
長
、
故
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
と
彼
の
修

道
院
の
数
名
の
修
道
士
が
、
当
時
使
徒
の
座
の
使
節
で
あ
り
、
リ
ヨ
シ
教
会
の
大
司
教
で
あ
っ
た
フ

l
ゴ
I
狙
下
の
許
に
来
た
っ
て
、
師
父
ベ

ネ
デ
ィ
グ
ト
ゥ
ス
の
戒
律
の
庇
護
の
下
で
そ
の
生
活
を
確
立
せ
ん
こ
と
を
告
げ
、
そ
れ
故
こ
れ
を
よ
り
自
由
に
実
行
す
る
為
に
彼
〔
フ

1
ゴ

シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
ハ
同
話
、
ら
ど
さ
』
ぷ
ミ
E
S）
邦
訳
（
岸
）

一
七
九



シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
ハ
h
H。
R
E
S
』
ぷ
ミ
E
S）
邦
訳
（
岸
）

一
八
O

l
〕
の
援
助
と
使
徒
の
権
威
の
力
と
を
、
彼
等
に
与
え
て
く
れ
る
よ
う
熱
心
に
要
請
し
た
。
使
節
は
、
彼
等
の
願
い
を
喜
こ
ん
で
支
持
し
、
次

の
よ
う
な
書
簡
に
よ
っ
て
、
彼
等
の
創
立
の
礎
石
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

（1
）
モ
レ
l
ム
修
道
院
（
Z
O件同
0・U
同
岡
田
骨
骨

ZOHO回
目
。
）
は
、
－

O
七
五
年
、
ロ
ベ
ル
ト
ウ
ス
（
円
・

8
ミ
ム
ロ
C
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
。
彼
は
シ
ャ

ンパ

l
ニ
ユ
の
貴
族
出
身
で
、
一
五
歳
の
時
寸

gu話
回
の
冨
SER－－曲’
n巾
】
】
叩
修
道
院
に
入
り
、
後
、
副
修
道
院
長
と
な
っ
た
。
一

O
六
O
年
以
後

↓。ロ

SHH叩
の

3
・
富
山
口
町
巴
修
道
院
の
院
長
と
し
て
招
か
れ
た
が
、
当
修
道
院
に
失
望
し
て
再
び
冨
g
z
o
Z？
の
叩
ロ
叩
に
戻
っ
た
。
次
い
で
】
V
2
1
5

の

2
・
K
M
E巳
修
道
院
（
冨

2
仲間
R
E
F－
n色
。
の
宮
山
0
3
2日
）
の
院
長
守
江
口
同
）
と
な
っ
た
が
、
同
時
に
近
隣
の
わ
OHEロ
の
森
の
隠
修
士
を
も

指
導
し
、
遂
に
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
認
可
を
得
て
、

ω骨
・
〉
苛
。
巳
院
長
を
辞
し
、
隠
修
士
を
率
い
て
モ
レ
l
ム
修
道
院
を
創
立
し
た
。
そ
の
後

三
O
九
O
年
頃
）
若
干
の
修
道
士
を
伴
っ
て
〉
Z
H

に
隠
棲
を
試
み
た
が
、
ラ
ン
グ
ル
司
教
の
破
門
の
威
嚇
を
伴
う
命
令
で
モ
レ

1
ム
に
帰
還
し
、
次
い

で
本
小
史
に
語
ら
れ
る
如
く
再
び
モ
レ

1
ム
を
出
る
に
至
る
。
し
か
し
第
五
章
｜
第
八
章
が
告
げ
る
如
く
シ
ト
ー
か
ら
帰
還
し
、
モ
レ
l
ム
で
一
－
一
一

年
四
月
二
十
九
日
に
残
し
た
。
わ
戸
、
ABA
－－同

y

同
J
込』司、・口同（
H
2
3
5
M
M円。
ι
E
g
m
円四国ロ
m
富岡の
Z
F
』u
－
h
J
F
H印戸

g
r
H
N
g
l
H
N笥・

（2
）
盟
申
司
教

C
c
a
1
8∞N）

ε可

0
5
大
司
教
（
H
S
Nム
呂
田
〉
O

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
常
任
教
皇
使
節
に
任
命
さ
れ
、

一
O
九
九
年
ま
で
、
ウ
ル
パ
ヌ
ス
二
世
の
下
で
も
こ
の
任
を
果
し
た
。
ロ
・
。
b
ミ
宮
内
マ
む
と

S
F
仲・同〈

E

．（同叶
N
3・
g
H・巧・

第
二
章

モ
レ
l
ム
修
道
院
長
口
ベ
ル
ト
ウ
ス
宛
、
教
皇
使
節
フ
l
ゴ
l
の
書
簡

モ
レ

l
ム
修
道
院
長
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
な
ら
び
に
彼
と
共
に
聖
ベ
ネ
デ
ィ
グ
ト
ゥ
ス

の
戒
律
に
従
っ
て
神
に
仕
え
ん
こ
と
を
熱
望
せ
る
修
道
士
連
へ
。
母
な
る
聖
教
会
の
発
展
を
喜
こ
ぶ
者
の
全
て
は
、
汝
な
ら
び
に
汝
の
子
等
、

モ
レ

l
ム
修
道
院
の
数
人
の
修
道
士
が
、
り
ヨ
シ
に
て
我
が
面
前
に
出
頭
し
、
汝
等
が
同
修
道
院
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
不
徹
底
且
つ
疎
略
に
保

持
し
て
き
た
聖
ベ
ネ
デ
ィ
グ
ト
ゥ
ス
の
戒
律
に
、
今
後
、
よ
り
厳
正
且
つ
完
全
に
依
拠
せ
ん
こ
と
を
望
む
と
誓
い
た
る
こ
と
を
知
悉
す
る
が
よ

い
。
更
に
汝
等
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
同
戒
律
を
、
又
修
道
士
の
諸
規
定
、
更
に
は
修
道
生
活
に
相
応
し
い
立
派
な
行
い
を
倣
び
た
い
と
神
と
余

の
面
前
で
決
意
し
た
。
そ
の
こ
と
は
上
記
の
修
道
院
に
於
い
て
は
、
多
く
の
障
碍
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
え
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
が
故
に
、

余
は
双
方
の
、
即
ち
そ
こ
か
ら
離
れ
て
い
く
者
達
と
、
そ
こ
に
留
ま
る
者
達
と
の
救
い
に
配
膳
し
て
、
汝
等
は
神
の
寛
慈
が
汝
等
に
指
し
示
す

『

p
ヨ
シ
大
司
教
、
使
徒
の
座
の
使
節
フ

i
ゴ
l
が、



他
の
地
へ
と
移
り
、
そ
こ
で
よ
り
よ
い
条
件
の
下
で
、
且
つ
又
よ
り
静
穏
に
神
に
仕
え
る
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。

よ
っ
て
現
在
臨
席
し
て
い
る
汝
等
、
即
ち
修
道
院
長
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
、
修
道
士
ア
ル
ベ
リ
グ
ス
、
ス
テ
フ
ア
ヌ
ス
、
ォ
ド

l
、
ヨ
ハ
ネ
ス
、

レ
グ
ル
ド
ゥ
ス
、
ペ
ト
ル
ス
、
の
み
な
ら
ず
規
則
に
適
っ
て
又
相
互
の
助
言
に
よ
っ
て
汝
等
に
加
盟
さ
せ
ん
と
汝
等
が
決
定
せ
る
者
全
て
に
対

し
、
余
は
こ
の
聖
な
る
意
図
を
守
る
べ
く
勧
め
、
汝
等
が
こ
れ
に
捷
ま
ざ
る
べ
く
命
じ
、
且
つ
我
が
印
璽
を
捺
す
こ
と
に
よ
っ
て
使
徒
の
権
威

に
よ
り
永
遠
に
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
』

ノ
ず
ム
・
唱
ナ
ス
テ
唱
ウ
ム
〈
S
V

『
モ
レ

l
ム
修
道
院
に
お
い
て
私
が
貴
方
の
面
前
で
行
っ
た
か
の
誓
願
と
同
じ
誓
願
と
定
住
と
を
、
私
は
新
修
道
院
一
と
呼
ば
れ
る
こ
の

修
道
院
に
お
い
て
、
貴
方
と
貴
方
を
規
則
ど
お
り
継
い
で
い
く
で
あ
ろ
う
貴
方
の
後
継
者
逮
へ
の
服
従
の
も
と
で
守
ら
ん
こ
と
を
、
神
と
そ
の

諸
聖
人
の
御
前
に
て
、
貴
方
の
手
の
中
で
確
認
致
し
ま
す
。
』

（1
）
冨
〉
E
F回一
F

q』whHミ
2
・
回
。
ド
ヨ
y
怠
lω
印
・
旨
m－
ユ
ロ
。
『
は
年
代
を
つ
け
て
い
な
い
。
従
来

U
O
B
O寸
同
o
z－
F
2
0ユ
間
宮
四
回
目
白
色
町
同
口
問
。
ロ
ロ
叩
タ

内

U
E
河
内
電
器
－
h
a
～X
N
N
q
p
岬・

M
M
Q
8
3・仲－
Mω
ハ
H
8
3
以
来
、
一

O
九
八
年
一
月
と
さ
れ
て
き
た
。
（
〉
・
目
、
同
の
国
戸
』
区
、
晶
、
也
、
道
嶋
崎
志
向
。
三
喜
志

向
『
向
島
、
hno＝喝宮崎お

nb忍
a
s＝
p
同
mhHS．
認
弘
司
、
岡
崎
町
－
認
匂
圃
毎
回
・
明
白
ロ
m
H脚
色
町
・
内
問
。
〉
・
明
FHAU出
切
符
〈
・
冨
〉
同
1
2
z・
神
－
〈
ロ
戸
】
V

但岡山田－

H回日
0

・
HM・
8
3。
F
O
B
2
0
は
乙
れ
を
一

O
九
八
年
三
月
二
十
一
日
前
後
と
す
る
。

D
E
g
g
s－
g

g
旨

Q
Z
E
M
宮山目立仲間－

E
E
拘ミ－

n
司
自
己
・

2
n
F
L・
2
ハ
H
8
3・
MM・
5lHH・
乙
の
日
付
は
シ
ト
l
会
系
統
の
史
料
と
し
て
は
、
十
二
世
紀
末
同
H
ミ
h雪
道
遺
書
室
速
に
初
め
て
現
れ

る
、
シ
ト
l
修
道
院
の
公
式
の
創
立
記
念
日
で
あ
り
、
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
の
祝
日
で
あ
る
と
共
に
、
一

O
九
八
年
に
は
枝
の
主
日
に
あ
た
っ
て
い

た。

U
U？
H・
s
－同y
N
H
H
F
O品
・
。
河
口
wωω
何回－

MV・白印・

（2
）
富
山
間
ロ
申
版
で
は
、
以
下
の
部
分
が
切
れ
目
な
く
前
の
書
簡
に
続
い
て
い
る
。
乙
れ
は
十
七
世
紀
ま
で
は
確
か
に
同
H
q
3
S
E
道
、
脅
さ
き
の
一
部
を
な

し
て
い
た
。
同
・
』
〉
－

F
切
宮
内
〈
同
F
a
q
H－
nな
JMM・
ω
？∞m・

p
－Q
〉
・
し
か
し
内
容
は
シ
ト
l
修
道
士
に
よ
る
、
院
長
へ
の
修
道
警
願
の
確
認
で
あ
る
か

ら
、
む
し
ろ
第
四
章
の
内
容
に
関
す
る
立
証
文
書
と
し
て
と
り
扱
か
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
は
冨
〉
E

E何
回
・
。
』
WRH可
H
2・
ロ
。
タ
ヲ
∞
叶
・
年
代
は
一

O
九
八
年
と
さ
れ
て
い
る
。

ハ3
）

Z
Z
E
S
冨
oロ
g骨
骨
ユ
居
留
と
は
、
一
一
一
加
年
に
至
る
ま
で
の
シ
ト
！
の
公
式
の
名
称
で
あ
る
。

（4
）
と
の
修
道
番
願
の
形
式
守

Hora芯
古
自
担
ロ
ロ
回
）
は
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
戒
律
を
奉
ず
る
修
道
院
で
は
適
時
吊
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
型
修
道
警
願
は
、
戒
律
五
八
章
に
基
づ
く

U
2
2曲目白
O
E
M混
同
色
g
g
で
あ
っ
て
、
ミ
サ
の
聞
に
行
わ
れ
、
誓
願
を
た
て
る
者
が
、
誓
願
書
に
副
署

シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
ハ
同
言
、

s・R
語
、
ミ
還
さ
）
邦
訳
ハ
岸
）

八



シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
ハ
同
H
ミ
S
．5
崎
、
色
、
言
語
〉
邦
訳
（
岸
）

し
て
祭
壇
に
置
く
方
式
で
あ
る
。
饗
願
書
の
文
面
は
、
例
え
ば
十
一
世
紀
後
半
の
ク
リ
ュ
ニ
ー
で
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

『
修
道
士
た
る
我
、
何
某
は
、
神
と
そ
の
聖
人
達
の
面
前
で
、
又
修
道
院
長
伺
渠
様
の
臨
席
を
得
て
、
聖
使
徒
ペ
ト
ル
ス
及
び
パ
ウ
ル
ス
の
名
誉
に
於

い
て
建
設
さ
れ
た
る
と
の
修
道
院
内
に
於
い
て
、
修
道
士
と
し
て
の
定
住
、
我
が
操
行
の
改
選
な
ら
び
に
服
従
を
、
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
戒
律
に
従

っ
て
約
束
致
し
ま
す
。
』

A
ミ
右
足
。
、
2
8
a宮
町
長
宮
崎
h
n目白書．
2
2
h町h
s
s
a芯
3
・m
g
a
a
s志
向
迂
a
h
a
g－
E
V－
F
g
M
Y
M斗
・
富
岡
の
Z
阿－

hw・

』い・・仲・

HA肝

p
o
o
H－
4Hω
・

シ
ト
ー
に
於
い
て
も
十
二
世
紀
後
半
の
慣
習
律
で
み
る
限
り

E
U虫
色
g
g
形
式
で
あ
る
。

qhEhSHSEH．。、色也、－
a町ミ
h
0．hHhs．2
h
F
H
V世
Z

H4．白
MFMM・
。
ロ
H．
冨
岡
の
Z
炉
、
－

hr・－件－

H白
p
o
o－－区白
N
．

他
方
官
。
な
mm宮

古

g
g
g
は
、
教
会
堂
内
で
は
符
わ
れ
ず
修
道
院
会
議
ハ

S
E
E－
ロ
自
）
の
席
で
、
オ
マ
l
ジ
ュ
に
酷
似
し
た
手
の
動
作
で
行
わ

れ
る
。
そ
の
出
現
は
ま
さ
に
シ
ト
！
と
同
時
代
の
所
謂

A
Eロ
4
2
Z
H
S
O
S目
S
B
G、
就
中
口
Z
g
z
g
H
S
E向
。
岡
田
の
修
道
会
に
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。

Q
－
F

N
巴
の
何
回
・

M
M
2
2
2
2
E
S匝
EHP
弘
吉
田

h
n
H
a
g語旬、
a
h
g
言
、
ミ
宣
言
『
旬
、
語
ぬ
足
。
諸
島
b
h
L－
H
F
同

O
B
P
H由
8
・
2
y
H∞
由
』

MOM・

一八一

第
三
章

シ
ト
l
修
道
士
の
モ
レ

l
ム
か
ら
の
出
発
、
お
よ
び
彼
等
の
シ
ト
ー
へ
の
到
着

こ
の
後
、
前
記
の
院
長
と
彼
の
修
道
士
達
は
、
か
く
も
大
い
な
る
権
威
を
頼
り
と
し
て
、
モ
レ

l
ム
に
戻
っ
た
。
そ
し
て
か
の
信
仰
篤
い
同

僚
達
の
中
か
ら
戒
律
に
普
い
を
た
て
た
者
逮
を
仲
間
と
し
て
選
ん
だ
。
そ
の
結
果

p
ヨ
シ
の
使
節
に
話
を
し
た
者
逮
と
修
道
院
の
中
か
ら
召
命

を
う
け
た
者
逮
と
を
あ
わ
せ
て
二
十
一
人
の
修
道
士
が
揃
っ
た
。
か
く
し
て
彼
等
は
、
連
れ
だ
っ
て
一
隊
を
な
し
、
シ
ト
！
と
呼
ば
れ
る
荒
野

へ
と
勇
躍
し
て
進
ん
で
い
っ
た
。

そ
の
地
は
シ
ャ
ロ
シ
（
・
シ
ュ
ル
－

y
l
ヌ
）
司
教
区
に
あ
り
、
そ
の
当
時
は
森
林
と
茨
に
お
お
わ
れ
て
い
る
お
か
げ
で
、
人
々
の
接
近
は

稀
で
あ
り
、
た
だ
野
生
動
物
の
み
が
棲
ん
で
い
た
。
そ
こ
に
着
い
た
神
の
人
達
は
、
そ
の
地
が
俗
世
の
人
々
に
と
っ
て
は
価
値
が
な
く
、
ま
た

寄
り
つ
き
難
い
地
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
彼
等
が
久
し
く
心
に
懐
い
て
お
り
且
つ
又
そ
の
た
め
に
こ
こ
ま
で
き
た
修
道
生
活
に
と
っ
て
、
よ
り
一

層
好
都
合
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
シ
キ
ロ
シ
司
教
の
認
可
と
当
地
の
所
有
者
の
承
認
を
得
た
上
で
、
樹
木
や
茨
の
繁
み
を
切
り
ひ
ら
き
文

押
し
分
け
て
、
そ
こ
に
修
道
院
を
建
設
し
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。



と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ま
で
モ
レ

l
ム
に
在
っ
た
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
神
の
恩
寵
に
鼓
舞
さ
れ
て
、
し
ば
し
ば
相
互
に
、
修
道
士
遠
の
父
ベ
ネ
デ

ィ
グ
ト
ゥ
ス
の
戒
律
へ
の
違
背
に
つ
い
て
語
り
あ
い
、
嘆
き
あ
い
、
悲
し
み
あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
、
彼
等
自
身
も
他
の
修
道
士
達

も
盛
式
誓
願
に
よ
っ
て
こ
の
戒
律
を
守
る
で
あ
ろ
う
と
約
束
し
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
を
一
向
に
守
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
理
由
に
基
づ
い
て
、
先
に
ふ
れ
た
如
く
、
使
徒
の
座
の
使
節
の
権
威
に
よ
っ
て
、
彼
等
の
誓
願
を
聖
な
る
戒
律
の

遵
守
に
よ
っ
て
成
就
す
る
為
に
、
こ
の
僻
地
に
来
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
プ
ル
ゴ

l
＝
ュ
侯
オ
ド
（
一
世
）
殿
は
、
彼
等
の
聖
な
る
熱
意
に

ひ
か
れ
て
、
ま
た
前
記
の
聖
ロ

l
マ
教
会
の
使
節
の
書
簡
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
の
で
、
彼
等
が
着
工
し
た
木
造
修
道
院
を
、

土
地
と
家
畜

ペコ

て
豊
富
に自
援ら
助の
し費
たき用

よ
っ
て
す
っ
か
り
完
成
し
、
更
に
院
内
の
あ
ら
ゆ
る
必
要
に
つ
い
て
、
長
期
に
亘
っ
て
配
慮
し
、

（1
）
修
道
院
設
立
に
際
し
て
は
当
該
地
が
属
す
る
管
区
司
教
の
認
可
を
要
す
る
と
い
う
原
則
が
、
四
五
一
年
カ
ル
ケ
ド
ン
公
会
議
カ
ノ
ン
4
以
来
樹
立
さ
れ

て
い
た
。
ロ
申
口
同
・
2
z
g
の
円
白
江
田
ロ
ゲ
の
・
一
戸
∞
－

G
・
M
・
ロ
－
H
O
H
司
同
同
切
り
回
加
問
。
・
向
。
司
選
旬
、
宮
内
h
h
q
a
＝q
ミ
n
p
昨
－
H
－

C
E
N
－
H
白
日
夕
口
。
－
－
∞
∞
M
・

（
2
）
シ
ト
！
の
地
は
丘

g
s
g
含
切

gロロ
0
・岡田山

E
E
E
の
自
有
地
で
あ
っ
た
。
一

O
九
八
年
以
来
、
五
次
に
亘
る
彼
の
贈
与
は
、
一
一

O
O年
末
に

創
立
告
知
書
（
口
町
民
S
E
ロ
品
己
目
。
ロ
昨
日
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
シ
ト
l
の
地
は
企
叩
ヨ

a
z
z。（
h
n
～
・
』
N
b
h
a
b
可
丸
町
）
官
。
島
田
口
氏
向
恒
三
件

5

2
弘司同白山

E
S
S
S
F忠臣同
V

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ロ
向
〉
E
F
H
巴
p
q
E
b
之
内
h
・
g
N
ω
－
H】
HV・印。・

（3
）
品
ロ
ロ
含
切
O
匡
門
岡
O
同口
P
関
口
品
叩
日
H
Z
の
贈
与
文
書
は
、
完
〉
E
E
E
p
n
b
b
ミ
向
子
ロ
S
由
－
H
0
・
ロ
－
H
N
・

3
・
S
1
a
－

第
四
章

ア
バ
テ

f
ア

如
何
に
し
て
こ
の
地
が
修
道
院
へ
と
昇
格
し
た
か
。

同
じ
頃
、
修
道
院
長
は
到
着
す
る
と
、
前
記
の
使
節
の
命
令
に
よ
っ
て
彼
等
の
管
区
の
司
教
か
ら
司
牧
の
杖
を
、
修
道
士
達
の
管
理
権
と
共

（

2
〉

エ

タ

レ

シ

ア

に
受
け
た
。
そ
し
て
彼
と
共
に
来
た
修
道
士
達
に
、
当
地
に
お
け
る
定
住
を
規
則
ど
お
り
に
確
認
さ
せ
た
。
か
く
し
て
か
の
修
道
士
共
同
体

ア
パ
テ
イ
ア

は
、
教
会
法
に
則
っ
て
、
ま
た
使
徒
の
権
威
に
基
づ
い
て
発
展
す
ベ
く
、
修
道
院
へ
と
昇
格
し
た
の
で
あ
る
。

（1
）
院
内
修
道
士
に
対
す
る
教
導
権
、
裁
治
権
の
賦
与
を
意
味
す
る
。

対
す
る
司
教
裁
治
権
を
認
め
て
い
る
。
第
八
雲
魚
。

同
時
に
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
管
区
司
教
に
対
し
服
従
客
約
を
行
っ
て
、
乙
の
修
道
院
に

シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
（
同
H
qミ
町
民
送
、
aミ
E
ミ
〉
邦
訳
（
岸
）

一
八
三



シ
ト

l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
（
同
H

也、－S
．E送
、
ぬ
ミ
異
議
）
邦
訳
（
岸
）

一
八
四

（

2
）
 

前
掲
第
二
章
註
（
2
）
参
照
。

第
五
章
モ
レ

l
ム
の
修
道
士
連
が
、

ロ
ベ
ル
ト
ウ
ス
院
長
の
帰
還
を
求
め
て

教
皇
狽
下
の
耳
を
煩
わ
せ
た
こ
と
。

し
か
し
な
が
ら
時
経
ず
し
て
、

ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
を
継
い
で
い
た
ガ
ク
フ
リ
ド
ゥ
ス
修
道
院
関
の
意
志
に
基
づ
い

モ
レ

I
ム
の
修
道
士
達
は
、

て
、
ロ

l
マ
に
赴
き
、
教
皇
ク
ル
パ
ヌ
ス
（
二
世
）
狙
下
に
、
前
記
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
が
元
の
修
道
院
に
復
位
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
始
め

た
。
彼
等
の
執
劫
さ
に
困
惑
し
た
教
皇
は
、
彼
の
使
節
、
即
ち
フ

l
ゴ
l
狙
下
に
、
も
し
可
能
な
ら
ば
、
同
修
道
院
長
が
帰
還
す
る
よ
う
に
、

又
荒
野
を
愛
す
る
修
道
士
達
は
平
和
但
に
〔
そ
の
地
に
〕
留
ま
る
よ
う
に
と
命
じ
給
う
た
。

（1
）
彼
の
名
の
綴
り
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
即
ち
の

E
o
E
E日（宮
E
Z刷
版
五
章
）
、
。

o
E
E白
（
戸
、
・
版
五
車
号
、
。

E
E
E帥
（
宮
同
の
Z
阿－

R
M吋・版

七
章
）
の

E
同店内同
Z
m

（宮

krEE何
回
戸
内
、
f
h
q
H
向
♂
ロ
。
H
m
）。

（

2
）
神
を
意
味
す
る
場
合
以
外
品

o
g
z
g
は
全
て
敬
称
と
解
し
た
。
こ
れ
は
聖
俗
を
関
わ
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
o
U
0
5
2
5
0皆
、
島
E
H
切
口
『

m
g
E
S

（
第
三
章
〉
、

U
O
B山口

g
q円
Z
ロ
ロ
帥
官
官
（
本
章
υ
。

第
六
章

ロ
ベ
ル
ト
ウ
ス
修
道
院
長
の
帰
還
の
為
の
教
皇
狼
下
の
書
簡
。

『
ワ
ル
パ
ヌ
ス
、

司
教
、

神
の
僕
の
僕
は
、
兄
弟
、

同
僚
司
教
に
し
て
使
徒
の
座
の
代
理
者
フ

l
ゴ
l
に
挨
拶
と
使
徒
の
祝
福
を

〔
お
く

る〕。そ
の
修
道
院
長
の
帰
還
を
熱
心
に
請
い
願
う
そ
レ

l
ム
の
修
道
士
遠
の
大
い
な
る
訴
え
を
、
余
は
公
会
議
の
席
上
で
受
理
し
た
。
何
と
な
れ

ば
彼
等
は
彼
等
の
修
道
院
長
の
不
在
の
故
に
、
当
該
修
道
院
に
お
け
る
修
道
生
活
が
下
落
し
、
そ
れ
故
に
彼
等
が
近
隣
の
諸
侯
達
や
そ
の
他
の

人
々
の
も
と
で
嫌
忌
さ
れ
て
い
る
と
語
っ
た
か
ら
で
あ
る
ο

余
は
我
が
修
道
士
達
に
せ
き
た
て
ら
れ
た
結
果
、
本
書
簡
を
も
っ
て
、
も
し
可
能



な
ら
ば
、
か
の
修
道
院
畏
が
荒
野
か
ら
修
道
院
へ
と
連
れ
戻
さ
れ
ん
こ
と
が
余
の
意
に
適
う
こ
と
を
表
明
し
つ
つ
、
親
愛
な
る
汝
に
指
令
す
る

も
の
で
あ
る
。
も
し
汝
が
こ
れ
を
達
成
し
え
な
い
場
合
に
は
、
荒
野
を
好
む
者
逮
は
静
穏
に
憎
ま
る
べ
く
、
同
時
に
修
道
院
に
あ
る
者
逮
は
規

則
正
し
い
規
律
に
服
す
べ
く
、
そ
の
配
慮
は
汝
に
属
す
も
の
と
す
る
。
』

こ
の
教
皇
書
簡
を
読
ん
だ
後
、
使
節
は
信
頼
の
お
け
る
聖
職
者
逮
を
召
集
し
、
当
面
す
る
問
題
に
つ
い
て
次
の
如
く
書
き
記
さ
れ
た
事
柄
を

決
定
し
た
。

（1
）
包
〉
巴
巴
巴

p
n言、
H
8・
口

cs－
E
・
g－

so
推
定
年
代
は
、
一

O
九
九
年
四
月
二
四
日
l
三
O
目
。
、
・
ト
・
可
申
ω
・

（2
）
本
書
簡
の
年
代
推
定
の
手
が
か
り
と
な
る
と
の
公
会
議
は
、
ロ
！
？
の
サ
ン
H

ピ
エ
ト
ロ
に
於
け
る
一

O
九
九
年
、
復
活
節
第
三
週
の
そ
れ
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る

0
2・
回
開
司
何
回
、
開
ト
切
の
戸
別
問
。
P
同町
hH
ミ
ミ
え
な
門
司
＝
ミ
』
帽
子
持
・
印
．
－
U

同y
A
S
H－
山
田

P
冨
〉
E
F
H
H
W
F
町、
WRqH帽
子
句
・
忠
．

（3
）
原
文
は
《
Eon仲
間
。
巳
苫
叩
（
自
由
ロ
品
同

B
E）
。
向
田
口
。
白
神
宮
苫
田
は
主
と
し
て
書
簡
文
で
用
い
ら
れ
る
宮
の
敬
砕
の
一
種
で
あ
る
。
そ
の
他

g凹
に

対
し
て
同

g
g
g
F
S凹
g
巳
g
（七品号、

s
a
g
gロ
ロ
吾
B
（
十
一
章
・
十
三
章
〉
、

3
8
2
5仲間
m
Z己
p
e
g－き
E
。
（
十
二
章
）

g
a
g

u芯
g
帥
（
十
三
章
）
、
又
ロ

g
に
対
す
る
謙
譲
表
現
と
し
て

F
Z
B
E
S明白
0
2
3
（
十
二
章
）
が
あ
る
。
〉
－
盟
、
〉
同
ω同w
－hvhn
なも司昌島町、町宮町町、ミミ之島町
h

h
柏
崎

h
a
E
H
g
a
s忍同町内昌子、円ロ
Z
F
o
g－
S
E
の
当
該
諸
語
を
参
照
。

第
七
章

モ
レ
l
ム
と
シ
卜
！
と
の
全
問
題
に
関
す
る
教
皇
使
節
の
決
定
。

『
リ
ヨ
シ
教
会
の
僕
フ

l
ゴ
l
が
、
親
愛
な
る
兄
弟
、
ラ
シ
グ
ル
司
教
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
挨
拶
を
〔
お
く
る
〕
。

余
は
先
ご
ろ
ポ

l
ル
・
グ
シ
セ
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
会
議
に
お
い
て
、

下
に
知
ら
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
。

モ
レ

l
ム
修
道
院
の
件
に
つ
き
我
々
が
決
定
し
た
る
と
こ
ろ
を
、
貴

ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
修
道
院
長

の
離
院
に
よ
っ
て
生
じ
た
彼
等
の
修
道
院
の
荒
廃
と
崩
壊
を
開
陳
し
、
そ
れ
故
に
同
〔
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
〕
が
彼
等
の
許
に
父
と
し
て
復
位
せ
ら

れ
ん
こ
と
を
熱
心
に
懇
願
し
た
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
、
モ
レ

l
ム
修
道
院
の
平
和
と
静
穏
を
復
旧
し
、

修
道
規
律
の
活
力
を
以
前
の
状
態
へ
と
回
復
で
き
よ
う
と
は
彼
等
に
は
期
待
し
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
更
に
こ
の
場
に
は
、
同
修
道
院
の

モ
レ

l
ム
の
修
道
士
逮
は
、
貴
下
の
書
簡
を
携
え
て
我
等
の
前
に
来
た
り
、

シ
ト
｜
修
道
院
「
創
立
小
史
」
（
町
－
E
ミ
宮
遣
、
b
ミ
E
S〉
邦
訳
（
岸
）

一
八
五



シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
（
同
H
ミ
S
R送
、
む
可
運
送
）
邦
－
訳
（
岸
）

一
八
六

修
道
院
長
と
し
て
貴
下
が
叙
任
し
た
修
道
士
ガ
ワ
フ
レ
ド
ゥ
ス
も
我
々
の
面
前
に
来
り
て
、
も
し
彼
〔
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
〕
を
モ
レ

l
ム
修
道
院
に

再
び
任
ず
る
こ
と
が
我
々
の
意
に
適
う
の
で
あ
れ
ば
、
当
人
は
同
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
に
、
自
ら
の
父
と
し
て
〔
モ
レ

l
ム
〕
修
道
院
を
喜
こ
ん
で

与
え
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。
よ
っ
て
余
は
、
汝
と
モ
レ

l
ム
の
修
道
士
遠
の
請
願
を
聴
取
し
、
更
に
こ
の
件
に
つ
い
て
万
事
を
余
の
配
慮
と

決
定
に
委
ね
て
い
る
教
皇
狙
下
の
余
に
宛
て
た
書
簡
を
読
了
し
た
上
で
、
余
と
共
に
会
議
に
出
席
し
た
多
く
の
聖
職
者
達
、
司
教
な
ら
び
に
他

の
人
々
の
助
言
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
、
貴
下
な
ら
び
に
彼
等
〔
モ
レ

l
ム
修
道
士
〕
の
祈
願
を
容
れ
て
、
彼
〔
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
〕
を
モ
レ

l

ム
修
道
院
に
復
位
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
即
ち
彼
は
、
そ
こ
に
帰
還
す
る
前
に
、
ま
ず
シ
ャ
ロ
シ
に
赴
き
、

達
の
慣
例
に
従
っ
て
〔
服
従
〕
誓
約
を
な
し
た
我
が
兄
弟
、

か
つ
て
彼
が
他
の
修
道
院
長

シ
ャ
ロ
シ
司
教
に
〔
司
牧
の
〕
杖
と
修
道
院
の
管
理
権
を
返
還
す
べ
き
こ
と
、
又

ノ
ヴ
ム
・
唱
ナ
ス
テ
甲
ウ
ム

彼
〔
ロ
ベ
ル
ト
ウ
ス
〕
に
対
し
、
自
ら
の
修
道
院
長
と
し
て
誓
願
を
行
い
、
服
従
を
約
束
し
た
新
修
道
院
の
修
道
士
達
を
、
彼
等
の
誓
願
と
服

従
と
か
ら
解
放
し
解
除
す
べ
き
こ
と
、
同
じ
く
彼
自
身
が
シ
ャ
ロ
シ
司
教
と
シ
ャ
ロ
ン
教
会
に
な
し
た
〔
淑
従
〕
誓
約
の
解
除
を
、
同
司
教
か

ノ

ヴ

ム

・

唱

ナ

ス

テ

唱

ウ

ム

ノ

ヴ

ム

・

唱

ナ

ス

テ

リ

ウ

ム

ら
受
く
べ
き
こ
と
。
同
時
に
、
余
は
、
新
修
道
院
の
修
道
士
遠
の
内
、
彼
が
新
修
道
院
か
ら
戻
る
際
に
彼
に
従
お
う
と
す
る
者
全
て
に
、
彼
と

共
に
そ
レ

l
ム
に
帰
る
許
可
を
与
え
た
。
そ
の
条
件
は
次
の
如
し
。
即
ち
爾
今
、
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
が
〔
名
の
〕
知
ら
れ
た
修
道
院
の
修

道
士
を
受
け
容
れ
る
際
に
命
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
ざ
る
限
り
、
双
方
共
に
、
双
方
〔
の
修
道
士
〕
を
誘
引
し
た
り
、
受
容
れ
た
り
す
る
こ

と
を
企
て
ざ
る
ベ
し
。
上
記
の
こ
と
を
彼
が
行
っ
た
後
に
余
は
彼
を
汝
に
引
渡
す
も
の
と
し
、
汝
は
彼
を
モ
レ

l
ム
教
会
の
修
道
院
長
職
へ
と

復
位
せ
し
む
べ
く
、
も
し
将
来
彼
が
、
性
癖
と
な
っ
た
軽
偽
の
故
に
同
教
会
を
去
っ
た
場
合
に
は
、
ガ
ク
フ
リ
ド
ゥ
ス
院
長
の
存
命
中
は
、
余

な
ら
び
に
汝
、
お
よ
び
同
ガ
ワ
フ
リ
ド
ゥ
ス
の
承
認
な
し
に
は
、
何
人
と
い
え
ど
も
彼
〔
ガ
ウ
フ
リ
ド
ゥ
ス
〕
に
替
り
得
ざ
る
も
の
と
す
る
。

こ
れ
ら
全
て
の
こ
と
が
承
認
さ
る
べ
く
、
余
は
使
徒
の
権
威
に
よ
っ
て
命
ず
る
。

更
に
、
上
記
の
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
院
長
の
カ
ベ
ル
ラ
な
ら
び
に
彼
が
モ
レ

l
ム
修
道
院
を
出
る
際
に
携
行
し
た
他
の
品
物
に
つ
い
て
は
、
彼
が

ノ
ヴ
ム
・
唱
ナ
ス
テ
η
，

ゥ

ム

ノ

ヴ

ム

・

唱

ナ

ス

テ

リ

ウ

ム

そ
れ
ら
を
携
え
て
シ
ャ
ロ
シ
司
教
の
許
に
、
又
新
修
道
院
に
居
を
定
め
た
が
故
に
、
余
は
そ
れ
ら
全
て
が
、
全
き
状
態
で
新
修
道
院
の
修
道
士

達
に
留
ま
る
べ
く
定
め
る
。
但
し
あ
る
種
の
プ
レ
ヴ
ィ
ア
り
ワ
ム
を
除
く
。
プ
レ
グ
ィ
ア
リ
ワ
ム
は
モ
レ

l
ム
の
同
意
を
得
て
転
写
す
べ
く
洗



者
聖
ヨ
ハ
ネ
ス
の
祝
日
（
六
月
二
十
四
日
）
に
至
る
迄
、
彼
等
〔
新
修
道
院
の
修
道
士
〕
が
所
持
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

本
決
定
に
参
与
し
た
る
者
は
次
の
如
し
。
ォ
！
グ
シ
司
教
ノ
ル
ガ
ワ
ド
ゥ
ス
、
シ
ャ
ロ
シ
司
教
ガ
ル
テ
リ
ク
ス
、
マ
コ
シ
司
教
ベ
ラ
ル
ド
ゥ

ス
、
プ
レ
イ
司
教
ポ
シ
デ
ィ
ク
ス
、
な
ら
び
に
ト
ゥ
ル
ユ
ュ
ス
の
（
サ
シ
・
フ
ィ
り
ベ

l
ル
）
修
道
院
長
ベ
ト
ル
ス
、
デ
ィ
ジ
ョ
シ
の
（
サ
シ

・
ベ
－

7
－
一
二
修
道
院
長
ヤ
ケ
シ
ト

l
、
エ
ネ
l
の
（
サ

γ
・
マ
ル
グ
シ
）
修
道
院
長
ガ
ワ
ケ
ラ
シ
ヌ
ス
、
更
に
教
皇
猫
下
の
釦
料
開
年
へ

ト
ル
ス
、
お
よ
び
そ
の
他
義
し
く
且
つ
良
き
意
見
を
も
っ
人
々
。
』

こ
れ
ら
全
て
の
こ
と
を
か
の
修
道
院
長
は
承
認
し
且
つ
実
行
し
、
シ
ト
l
の
修
道
士
達
を
、
彼
等
が
シ
ト
l
或
い
は
そ
レ

l
ム
で
約
束
し
た

服
従
か
ら
解
き
、
ま
た
シ
ャ
ロ
シ
司
教
ガ
ル
テ

H
ワ
ス
は
、
修
道
院
長
を
彼
等
の
修
道
院
の
管
理
か
ら
自
由
に
解
放
し
た
。
か
く
し
て
彼
は
帰

還
し
た
が
、
荒
野
を
好
ま
ぬ
幾
人
か
の
修
道
士
も
ま
た
彼
に
同
行
し
た
。
そ
れ
故
、
又
使
徒
の
認
可
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
修
道
院
は
、

完
全
な
平
和
と
自
由
の
裡
に
存
続
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
修
道
院
長
は
、
帰
還
す
る
に
際
し
て
次
の
よ
う
な
書
簡
を
防
禦
の
楕
と
し
て
携
行

し
、
彼
の
司
教
〔
マ
コ
シ
司
教
〕
に
さ
し
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（1
〉
冨
〉
同
H
F
E
F
n言
ミ
2
・ロ。

5
・
3
・
ω∞
ー
さ
・
一

O
九
九
年
六
月
項
。

（
2
）
司
0
2
円
可
〉
ロ
師
。
口
。
（
旬
。
ユ
ロ
田
〉
ロ
曲
目
－
z
o）
二
戸
l開－

HM一回門戸
HHUOZ－
NVRHhs＝
ミ
ミ
芯
、
口
旬
、
．
由
、
』
町
民
主
同
札
Enbwhubミ向ミ
S
H
h叫旬、込町
P
司
2
2・

H由
巳
に
よ
れ
ば
句
。
三
ム
0・〈
4
Z
近
在
の
現
在
消
失
し
た
地
名
。
冨
但
ユ
ロ
2
は
の
S
F
Z
H
a宮内回目。？田口？の
Z
－同『
Oロ
目
。
（
E
P
同門円。ロ門戸

寸
芯
〈
ロ
ロ
H
－
ロ
同
ロ
デ
同
，
F
a
g
u
Q
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
。
宮
〉
回
目
円
、
口
w
F
』qn－
nhh・

（3
）
同
町
田
件
。
H
E同m
g
Z
2
H
P
第
六
章
註
（
3
〉
参
照
。

（
4
）
修
道
院
長
の
選
出
後
、
司
教
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
儀
式

o
E
Z三
芯
へ
の
言
及
で
あ
る
。
乙
の
儀
式
の
存
在
は
史
料
的
に
は
六
世
紀
を
遡
ら
な
い
。
聖

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
戒
律
六
四
章
の
標
題
（
U
O
。
E
Z
S品
。
阻
害
己
申
）
は
極
く
初
期
の
言
及
例
で
あ
る
。
七
世
紀
末
に
は
こ
れ
が
ミ
サ
に
よ
る
聖

別
（
g
g
s
g
t。
）
と
、
修
道
院
長
位
の
標
識
た
る
杖
と
サ
ン
ダ
ル

2
2
z－ロヨ申仲

3
E
Z帥
）
の
引
渡
し
か
ら
成
っ
て
い
た
と
と
が
知
ら
れ
る
。

』uoshHSHhむ
な
司
、
w
g札。
a
－
S
七・∞・

ι世
田
回
忌
同
の
Z
炉
、
．
ト
J

ゲ
巴
U
・口。－－

S
∞ゐ
ω∞
・
。
？
？
回
k
r
d
u
。
↓
・
担
ユ
－

AENZMW巴同門
V
H
，回。
z
v・品恒国師－

E
N
M円Hhqき
bhRRH－A
5
b
h
q』
。
崎
町
向
与
芯
た
き
ミ
崎
町
民
同
』
い
な
足
、
崎
町
内
・
同
曲
目
n－
E
G
8
3・
2
－・叶
Nωl叶N斗
・
次
い
で
、
司
教
に
対
す
る
服
従
客
約
（
官
。
，

向。
z
z
E
E
O丘町
2
2・
5
E
Z
E印
刷
お
〉
が
乙
の
儀
式
に
つ
け
加
わ
っ
た
。
こ
の
服
従
と
は
、
教
会
法
上
の
司
教
裁
治
権
に
対
す
る
そ
れ
で
あ
る
。
そ

シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
（
同
H
q
ミ
主
送
、
雪
還
さ
）
邦
訳
（
岸
）

一
八
七



シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
中
〈
」
（
同
Hb『
hb．Eミ
』
w
号
芸
ミ
）
邦
訳
（
岸
）

一
八
八

の
乙
と
は
司
巳
Z
2
r

円

U
E
ユ8
日
の
書
簡
（
HCC∞
判
。
ュ
E
E
司
教
司
O
E
a
z
g
宛
。
戸
、
J
u
p

同y
怠
∞
）
の
次
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
。
ロ
E
S－－－凹ロ
Z
2
2。ロ
o
s－－－
a
E
S
（
agbh）
gσ
四日合同『・

AWEhn告。）

g
ロ。口同
n
o
r
z
z円
・
乙
の
司
教
に
よ
る

o
E
E三
宮
ひ
い
て
は

官
え
g回

目

o
g
E
2
s
g即
日
は
、
修
道
院
が

OHEM
－z
特
権
を
享
受
し
て
い
る
の
で
な
い
限
り
、
全
ゆ
る
修
道
院
長
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
免
除

の
例
と
し
て
、
ク
リ
ユ
ニ

l
の
傘
下
に
入
っ
た
〈
静
岡
色
ミ
修
道
院
に
二

O
三
年
認
め
ら
れ
た
ケ
l
ス
を
あ
げ
る
。

ω
S
E
E
s
g
H
：己
h
E
2
5

3
2
2
。5
同
〈
紅
色
E
g国
弘

胆

F
V
三
何
回
肖
O『＠目印件。ロ
0
5
4
0
－
ouo色
叩
ロ
江
田
ヨ
ロ
。
ロ

g
門
店
主
・
ロ
叩
口
同
『
『
但
師
団
由
民
ロ
o
g
o
m同D
E
n
s？
肖
・
、
－

M
内
H
a〈・

U
－

E
印・

（5
）
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
戒
律
六
一
章
。
修
道
院
長
の
同
意
（
口
S
2
5
5）
と
紹
介
状

2
2
2
2
2
B
g
g品
己
主
g
）
を
要
す
る
。

ハ
6
）

g
ロ
g
z
t
r
W
H
O－－
odユS凹
と
は
修
道
士
の
修
道
警
願
の
要
素
で
あ
る
一
所
定
住
（
凹
S
E
E
S）
の
対
義
語
で
あ
る
。
フ
l
ゴ
ー
に
か
く
言
わ
し
め

た
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
経
歴
に
つ
い
て
は
第
一
章
註
（
1
）
を
参
照
。

ハ
7
）
不
明
。
祭
具
一
式
の
意
か
？
の
【
－

U
C
のK
F
Z
の
開
・
。
～
qhh晶、
h
a
F
t
A
S
Eミ
bvω
・

ハ
8
）
以
下
は
同
・
、
・
版
に
よ
れ
ば
第
八
章
と
な
る
。

第
八
章

ロ
ベ
ル
ト
ウ
ス
修
道
院
長
の
推
薦
状
乙

『
親
愛
な
る
兄
弟
に
し
て
同
僚
司
教
、
ラ
ン
グ
ル
司
教
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
へ
、
シ
守
ロ
シ
教
会
の
僕
、
ガ
ル
テ
リ
ク
ス
が
挨
拶
を
〔
お
く
る
〕

0

ノ

ず

ム

・

唱

ナ

ス

テ

甲

ウ

ム

ア

パ

テ

イ

ア

我
が
司
教
区
に
位
置
し
、
新
修
道
院
と
呼
ば
れ
て
い
る
修
道
院
を
余
が
委
ね
た
る
修
道
士
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
が
、
フ

l
ゴ
l
大
司
教
狙
下
の
決

定
に
従
っ
て
、
シ
ャ
ロ
シ
教
会
で
な
し
た
る
誓
約
と
余
に
約
束
し
た
服
従
と
か
ら
、
余
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
た
こ
と
を
貴
下
は
知
悉
さ
れ
る
が

ノ
ヴ
ム
・
唱
ナ
ス
テ
リ
ウ
ム

よ
い
。
更
に
同
人
は
、
前
記
の
新
修
道
院
に
留
ま
ら
ん
と
決
意
し
た
る
彼
の
修
道
士
達
を
、
彼
等
が
彼
に
約
束
し
た
服
従
と
誓
願
か
ら
解
き
放

ち
且
つ
自
由
に
し
た
。
よ
っ
て
爾
後
、
貴
下
は
彼
を
受
容
れ
且
つ
名
誉
を
も
っ
て
処
遇
す
る
こ
と
を
は
ば
か
る
こ
と
な
し
。
さ
ら
ば
。
』

（

1
）
 

宮
〉
何
回
口
開
F
n
b
b可
ha・ロ
C
8・同
M匂－

AHOls－
一
O
九
九
年
六
月

t
七
月
。

第
九
章

シ
ト
l
修
道
院
の
第
一
代
修
道
院
長
ア
ル
ベ
リ
ク
ス
の
選
挙
に
つ
い
て
。

彼
等
の
牧
者
を
失
っ
た
の
で
、

シ
ト

l
の
修
道
士
達
は
集
会
を
ひ
ら
き
、
規
則
に
適
っ
た
選
挙
に
よ
っ
て
、

ア
ル
ベ
リ
グ
ス
と
い
う
名
の
修



道
士
を
、
自
ら
の
修
道
院
長
に
推
戴
し
た
。
彼
は
、
神
の
こ
と
ど
も
に
つ
い
て
も
人
の
こ
と
ど
も
に
つ
い
て
も
充
分
に
通
暁
し
た
教
養
あ
る
人

物
で
、
戒
律
と
修
道
士
逮
を
愛
し
て
お
り
、
且
つ
又
副
修
道
院
長
の
職
責
を
、
モ
レ

I
ム
に
於
い
て
も
、
当
修
道
院
に
お
い
て
も
な
が
ら
く
果

し
て
き
た
。
そ
し
て
モ
レ

l
ム
か
ら
当
地
へ
と
移
り
住
む
為
に
、
長
期
に
亘
っ
て
尽
力
し
つ
つ
非
常
に
苦
労
し
た
。

に
、
多
く
の
侮
辱
を
忍
び
、
牢
舎
と
鞭
打
ち
と
に
も
耐
え
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
の
為

（1
）
十
二
世
紀
を
通
じ
て
シ
ト
l
会
は
公
式
に
は
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
を
、
初
代
院
長
と
し
て
扱
わ
な
か
っ
た
。
二
ゴ
二
年
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
が
ホ
ノ
リ
ウ
ス
三

世
に
よ
っ
て
列
聖
さ
れ
た
（
冨
同
の
Z
開－

hu・』
FJ
仲・

8J可句
no－－
HN句。
H
M
E）
後
、
一
二
二
五
年
の
修
道
会
総
会
（
g
z
z
z
g
同

g
o
a－
る
が
は
じ

め
て
彼
を
シ
ト
l
の
創
立
者
と
し
、
そ
の
記
念
日
（
四
月
二
十
九
日
）
を
祝
日
と
し
て
祝
う
と
と
を
決
定
し
た
。
自
己

E
g
g－E
冨
・
。
。
・

M
M門
4
・∞・

開
・
冨
〉
阿
寸
W
Z開
h
w
u
d同〉
Z
U－
司
君
hb官、
Eh
＝
qtEha志
向
札
ミ
。
、
S
F
？？同》但円山師・

3
H斗・岡市
HM同日ロ芯門戸

Z
O唱
吋
由
同
－
F
H由白∞・

g
－・

8
怠・

ハ2
）
ア
ル
ベ
リ
ク
ス
に
つ
い
て
は
史
料
約
に
殆
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
モ
レ
1
ム
修
道
院
に
お
い
て
終
始
ロ
ベ
ル
ト
ウ
ス
と
行
を
共
に
し
て
お
り

（富岡の
z
p
h
u・』
F・・同－
H叩
斗
・
白
色
・
時
間
白
）
そ
れ
故
に
乙
乙
で
述
べ
ら
れ
た
処
遇
は
不
可
解
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
当
時
鞭
打
ち
と
投
獄
は
、
修
道
院
内

の
所
謂
重
罪
（
口
回
目
宮
崎
町
恒
三
O
門
担
）
に
対
し
て
一
般
に
課
せ
ら
れ
る
懲
罰
で
あ
っ
た
と
は
言
え
、
そ
の
執
行
は
専
ら
修
道
院
長
の
所
管
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
、
合
同
右
ミ
ミ
g

s
＝
h
E
a
t
s－＝
s
n
～5
h
a
S
E
E－－
4
E
σ
・
ロ
ア

g
司
・
ロ
戸
、
。
p
n
h
H
J
n
o－－
a
h・寸∞白・

第
十
章

ロ
ー
マ
の
特
権
状
に
つ
い
て
。

前
記
の
ア
ル
ベ
り
グ
ス
は
、
勿
論
非
常
に
固
辞
し
つ
つ
で
は
あ
る
以
内
牧
者
と
し
て
の
管
理
権
を
受
け
た
後
に
、
讃
む
べ
き
思
慮
の
人
と
し

て
、
か
の
苦
難
の
嵐
が
、
彼
に
委
ね
ら
れ
た
修
道
院
を
し
ば
し
ば
か
き
乱
し
、
苦
し
め
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
始
め
た
。
そ
こ
で
彼
は
将
来

を
慮
っ
て
、
修
道
士
達
の
助
言
を
得
て
、
二
人
の
修
道
士
ヨ
ハ
ネ
ス
と
イ
ル
ボ

l
ド
ゥ
ス
と
を
、
ロ
ー
マ
へ
、
教
室
パ
ス
カ
り
ス
〔
二
世
〕
狙

下
の
許
に
派
遣
し
、
彼
の
修
道
院
が
使
徒
の
庇
護
の
翼
の
下
で
、
全
ゆ
る
聖
界
、
俗
界
の
人
々
の
圧
迫
か
ら
離
れ
て
、
静
穏
且
つ
安
全
に
存
続

す
る
よ
う
に
と
、
彼
等
を
通
じ
て
願
っ
た
。
前
記
の
修
道
士
遣
は
フ

l
ゴ
l
大
司
教
、
ロ
ー
マ
教
会
の
枢
機
卿
ヨ
ハ
ネ
ス
と
ベ
ネ
デ
ィ
グ
ト
ゥ

シ
ャ
ロ
シ
司
教
ガ
ル
テ
リ
ワ
ス
の
印
璽
の
つ
い
た
書
簡
を
悼
み
と
し
て
ロ

l
マ
に
首
尾
よ
く
行
き
、
同
教
皇
パ
ス
カ
リ
ス
が
皇
帝
の
好

ス、

シ
ト
1
修
道
院
「
創
立
小
史
」
ハ
同
H
ロ
ミ
吉
道
、
む
ミ
E
遣
）
邦
訳
（
岸
）

一
八
九



シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
（
同
H
b
3
S
S司、
aミ
E
S
）
邦
訳
（
岸
）

策
に
陥
っ
て
過
誤
を
犯
す
前
に
戻
っ
て
き
た
。
同
時
に
彼
等
は
、
修
道
院
長
と
、
彼
の
共
同
体
全
員
の
願
い
に
応
え
て
書
か
れ
た
、
か
の
使
徒

一九
O

の
特
権
状
を
持
ち
帰
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
書
簡
類
、
更
に
は
ロ

i
マ
の
特
権
状
を
、
こ
の
小
冊
子
の
中
に
と
ど
め
る
の
が
ふ
さ
わ
し

い
と
我
々
は
考
え
た
。
我
々
の
後
継
者
逮
が
、
彼
等
の
修
道
院
が
如
何
に
大
い
な
る
助
言
と
権
威
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
か
を
認
識
せ
ん
こ
と

を
希
う
が
故
に
で
あ
る
。

（1
）
修
道
院
長
に
選
出
さ
れ
た
人
物
が
、
一
応
辞
退
を
表
明
す
る
こ
と
は
、
修
道
士
の
徳
と
し
て
重
要
な
謙
遜
（
E
B
E
S
6
の
表
現
と
し
て
推
賞
さ
れ
、

特
に
ク
リ
ュ
ニ

l
k
於
い
て
は
、
そ
れ
が
一
連
の
選
挙
手
続
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
o
Aミ
S
ミ
ミ
2
2三
宮
崎

HES
＝s
n
Eミ
2
2’

h

な－
J
E
F
－
E
L
3・
F

～qn－
n
x
J
g］
・
斗
ω
M
I
a
ω
・
叉
首
席
宮
山
O

同
に
つ
い
て
B

H

Y

H

〈

w
g－・斗鳴り・

（
2
）
所
謂
叙
任
権
闘
争
の
過
程
で
、
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
が
ス
ト
ウ
リ
の
協
約
（
一
一
一
一
年
二
月
四
日
）
後
、
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
五
世
に
補
え
ら
れ
、
四

月
十
一
日
に
、
強
制
さ
れ
て
皇
帝
に
聖
職
叙
任
権
を
認
め
る
布
告

Q
・1
ト－

S
∞C
）
を
発
し
た
事
件
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
。
同
町
H
ミ
S
S司
君
白
崎
認
定
、

F

U
目的同一－
H
w

口同匂－
H

由・

0ι
・の何回一切ω開同－
H
U

・斗
P
間，

F
目。回開・色、．円九？”
H
U

司・∞切由
l
臼
田

ω
・

第
十
一
章

枢
機
卿
ヨ
ハ
ネ
ス
と
ペ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
の
書
簡
。

『
父
な
る
教
皇
パ
ス
カ
リ
ス
狙
下
へ
、
何
処
に
で
も
特
別
の
賞
讃
を
宣
ベ
伝
え
つ
つ
、

ヨ
ハ
ネ
ス
と
ベ
ネ
デ
ィ
グ
ト
ゥ
ス
が
万
事
に
つ
き
我

等
自
身
を
〔
さ
さ
ぐ
〕
。

全
て
の
教
会
の
為
に
備
え
、
請
願
す
る
者
達
の
義
し
き
願
い
に
手
を
さ
し
の
べ
る
こ
と
は
、
現
下
の
配
慮
に
属
す
る
が
故
に
、
か
つ
又
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
は
狙
下
の
正
義
の
援
け
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
つ
つ
発
展
す
べ
き
で
あ
る
が
故
に
、
我
等
は
我
等
の
助
言
に
よ
っ
て
か
の
信
仰
篤
き

修
道
士
遠
か
ら
父
な
る
現
下
へ
と
派
遣
せ
ら
れ
た
本
書
簡
の
持
参
者
逮
に
、
視
下
の
慈
悲
の
耳
を
傾
け
さ
せ
た
ま
え
と
狙
下
に
切
に
祈
る
も
の

で
あ
る
。
彼
等
が
乞
う
と
こ
ろ
は
、
彼
等
の
修
道
生
活
の
静
穏
と
安
定
に
つ
い
て
、
彼
等
が
狙
下
の
先
任
者
、
故
ク
ル
パ
ヌ
ス
教
皇
狙
下
か
ら

受
け
た
命
令
書
、
な
ら
び
に
そ
の
命
令
書
の
文
面
に
従
っ
て
当
時
教
皇
使
節
た
り
し
リ
ヨ
ン
大
司
教
お
よ
び
他
の
同
僚
司
教
達
、
修
道
院
長
達

が
、
彼
等
〔
シ
ト
l
修
道
士
〕
と
彼
等
が
修
道
生
活
上
の
理
由
で
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
そ
レ

l
ム
修
道
院
と
の
聞
を
裁
定
し
た
事
が
、
混
下
の



権
威
に
よ
る
権
権
状
に
よ
っ
て
、
覆
さ
れ
ざ
る
べ
く
永
遠
に
存
続
せ
ん
こ
と
な
の
で
あ
る
。
我
等
は
自
ら
見
た
が
故
に
、
彼
等
の
修
道
生
活
に

つ
い
て
の
証
言
を
正
し
く
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
』

（1
）

忌

K
F
E
F
H切
戸
内
』
吉
、
町
内
hw
回。同∞－

H
6
・科目

l
h－
一
－

O
O年
七
月
｜
九
月
。
冨
K
F
E
F
H切
開
は
本
章
と
続
く
十
二
・
十
三
章
に
収
め
ら
れ
た
三
通

の
推
薦
状
の
テ
ク
ス
ト
の
真
正
性
を
疑
っ
て
い
る
。
即
ち
ヨ
ハ
ネ
ス
と
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
両
枢
機
卿
司
祭
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
派
遣
は
、
一
－

0
0年
七

月
で
あ
り
、
彼
等
は
十
月
に
ポ
ア
チ
エ
で
公
会
議
を
開
い
て
い
る
か
ら
、
そ
の
聞
に
シ
ト
ー
に
立
ち
寄
り
、
か
か
る
推
薦
状
を
の
と
し
た
可
能
性
は
あ

る
。
そ
乙
で
推
薦
状
の
存
在
そ
の
も
の
は
疑
わ
な
い
と
し
て
も
、
テ
ク
ス
ト
自
体
が
教
皇
文
書
局
に
も
シ
ト
l
の
カ
ル
テ
ュ
レ
l
ル
類
に
も
残
っ
て
い
な

い
以
上
、

ζ

れ
ら
三
通
の
書
簡
は

h
H
q
ミ
h
E
s
h
u
b
ミ
E
遣
の
筆
者
に
よ
っ
て
、
第
二
・
七
・
十
四
章
の
書
簡
を
援
用
し
て
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
。
戸
叩
『
雪
円
。
は
こ
れ
ら
の
真
正
性
を
疑
っ
て
い
な
い
。
戸
開
町
一
明
〈
E
w
w
R
H・

s・－
3
・
E
I
H
P

（2
）
彼
等
の
名
義
教
会
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
が

ω－E
〉
回
白
色
白
色
回
切
ベ
、
不
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
が

ω・
2
2
3
E
ヨ
ロ
ロ
Z
Z
B
（
創
建
者
に
因
ん
で
開
za。
同
時
曲
の

名
も
あ
る
）
。
彼
等
に
つ
い
て
は
戸
1
4
司・－

P
回
当
コ
，
N
W
目
。
同
ロ
昨
日
S
Fロロ同

ι命
日
間
白
邑
古
色
宮
口
市
岡
山
口
S
F
E
N－句－－
M
－
－
均
－
－
切
品
・
印
司
令

8
3・

』
門

2
・1
A
F
H
J
M
印・

ω－
N
H
O
R
－
を
参
照
。

（3
）
唱
曲
件
。
同
口
広
曲
目

g
a円
曲
第
六
章
註
（
3
）
参
照
。

（4
）
回
世
口
口
吾

2
2丘
町
曲
第
六
章
註
（
3
）
参
照
。

第
十
ニ
章

リ
ヨ
ン
〔
大
司
教
〕
フ
｜
ゴ

l
の
書
簡
。

『
尊
敬
す
べ
き
父
、
パ
ス
カ
リ
ス
教
皇
現
下
へ
、
リ
ヨ
シ
教
会
の
僕
フ

1
ゴ

1
が
万
事
に
つ
き
自
分
自
身
を
〔
さ
さ
ぐ
〕
。

本
書
簡
を
持
参
せ
る
こ
れ
ら
の
修
道
士
等
は
、
我
等
に
よ
り
、
い
と
高
き
父
な
る
狙
下
に
さ
し
向
け
ら
れ
て
旅
し
た
る
者
で
あ
り
、
彼
等
は

我
が
大
司
教
管
区
内
の
、
即
ち
シ
ャ
ロ
ン
司
教
区
に
住
む
も
の
な
る
が
故
に
、
卑
し
き
我
が
書
簡
に
よ
っ
て
、
い
と
高
き
狙
下
の
許
に
推
薦
さ

れ
ん
こ
と
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
〔
狙
下
に
は
〕
彼
等
が
新
修
道
院
と
呼
ば
れ
る
地
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
知
せ
ら
れ
た

い
。
そ
の
修
道
院
は
、
モ
レ

l
ム
修
道
院
か
ら
そ
の
修
道
院
長
と
共
に
出
で
た
人
々
が
、
自
ら
保
持
す
べ
く
意
図
し
た
聖
ベ
ネ
デ
ィ
グ
ト
ゥ
ス

の
戒
律
に
依
拠
し
た
、
よ
り
厳
正
且
つ
よ
り
隠
れ
た
生
活
を
目
指
し
て
、
住
む
為
に
到
来
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
彼
等
は
そ
の
際
い
く
つ
か
の

シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
（
h
Hミ
込
宮
語
、
局
、

ss）
邦
訳
（
岸
）

九



シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
（
同
H
bミ
冨
送
、
ミ
還
さ
）
邦
訳
（
岸
）

九

修
道
院
の
〔
修
道
〕
慣
習
律
を
、

そ
の
無
力
さ
が
こ
の
よ
う
な
〔
彼
等
の
意
図
の
〕
重
み
を
支
え
る
に
充
分
で
は
な
い
と
判
断
し
て
放
棄
し
た

そ
レ

l
ム
修
道
院
の
修
道
士
連
や
近
隣
の
他
の
修
道
士
逮
は
、
彼
等
を
妨
害
し
不
穏
な
ら
し
め
る
こ
と
を
や
め
な

か
っ
た
。
彼
等
は
、
も
し
こ
れ
ら
の
殆
ん
ど
奇
異
と
も
い
え
る
新
し
い
修
道
士
達
が
、
彼
等
の
中
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
分
っ
た
な
ら
ば
、
自

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、

分
等
が
、

よ
り
価
値
ひ
く
き
も
の
と
さ
れ
一
層
軽
蔑
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

に
と
り
最
も
思
慮
あ
る
父
た
る
狙
下
に
、
彼
等
の
全
ゆ
る
希
望
を
、
神
に
次
い
で
は
狙
下
に
か
け
て
、
狙
下
の
使
徒
職
の
権
威
の
下
に
逃
れ
来

た
っ
た
こ
れ
ら
修
道
士
を
、
現
下
の
常
と
し
て
好
意
を
も
っ
て
受
容
れ
且
つ
彼
等
と
彼
等
の
修
道
院
が
、
か
か
る
妨
害
と
不
穏
と
か
ら
解
放
さ

つ
つ
ま
し
く
且
つ
信
頼
を
こ
め
て
願
い
た
て
ま
つ
る
。
何
と
な
れ
ば

世
間
で
、

か
か
る
理
由
に
よ
っ
て
、

我
等

れ
る
よ
う
に
、
現
下
の
権
威
に
よ
る
特
権
状
を
賦
与
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
、

キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
貧
し
き
彼
等
は
、
彼
等
の
敵
対
者
に
対
し
、
富
と
権
力
で
防
禦
の
備
え
を
な
す
こ
と
な
く
、

た
だ
神
と
狙
下
の
慈
愛
に
の

み
希
み
を
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
』

（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

宮
〉
巴
口
巴
y
n
E
H
g
p
目
。

H
U

（
E
Z
品
o
E
2
H）
司
－

h
．
第
十
一
章
註
（
1
〉
参
照
O

B
Z
5
5江
田
話
回
可

2
2
E
Z品
。
第
六
章
註
（
3
）
参
照
。

Z
Z
E
2
5
2
2
第
六
章
註
（
3
）
参
照
。

n
o
E
E品。

g
a
z
第
六
章
註
（
3
）
参
照
。

官
加
山
内
凶
叩

g
E
Z弘
吉
田
吉
伸
。
同
口
比
2

2
丘
町
但
第
六
章
註
（
3
）
参
照
。

第
十
三
章

シ
ヤ
ロ
ン
司
教
ガ
ル
テ
リ
ウ
ス
の
書
簡
。

『
尊
敬
す
べ
き
父
、
パ
ス
カ
リ
ス
教
皇
へ
、
シ
ャ
ロ
シ
司
教
ガ
ル
テ
り
ワ
ス
が
挨
拶
と
義
務
た
る
服
従
を
〔
さ
さ
ぐ
〕
。

狙
廿
…
は
信
徒
逮
が
真
の
信
仰
に
お
い
て
前
進
せ
ん
こ
と
を
希
求
し
た
ま
う
が
故
に
、
現
下
の
保
護
の
蔭
、
慰
め
の
糧
と
が
彼
等
に
欠
く
る
こ

エ
タ
レ
シ
ア

と
な
き
ょ
う
整
え
た
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
よ
り
厳
正
な
生
活
を
願
望
し
て
、
聖
な
る
人
々
の
助
言
に
よ
っ
て
そ
レ

1
ム
修
道
院
か
ら

出
で
、
神
の
慈
愛
が
、
我
が
司
教
区
の
中
に
お
き
給
う
た
か
の
修
道
士
達
に
つ
き
ー
ー
そ
の
者
達
に
よ
っ
て
、
視
下
の
面
前
に
あ
る
本
書
簡
の



持
参
者
逮
は
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
｜
｜
狽
下
の
先
任
者
の
命
令
書
と
、
私
が
当
事
者
と
し
て
臨
席
し
、
他
の
人
々
と
共
に
そ
の
作
成
者
と

な
っ
た
、
当
時
使
徒
の
座
の
使
節
た
り
し
リ
ヨ
ン
大
司
教
な
ら
び
に
同
僚
司
教
達
、
修
道
院
長
遣
の
裁
定
書
と
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
事
を
、
狙
下

が
承
認
し
給
わ
ん
こ
と
を
切
望
し
、
且
つ
又
か
の
地
が
、
私
自
身
と
我
が
後
継
者
逮
の
教
会
法
上
の
諸
権
利
を
侵
す
こ
と
な
勺
働
単
科
と
し

て
永
遠
に
存
続
す
べ
く
、
狙
下
の
権
威
に
よ
る
特
権
状
に
よ
っ
て
強
化
せ
さ
せ
給
わ
ん
こ
と
を
〔
切
望
す
る
〕
。
当
修
道
院
に
私
が
任
命
し
た

修
道
院
長
な
ら
び
に
他
の
修
道
士
連
も
又
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
通
じ
、
そ
の
静
穏
さ
の
保
護
の
為
に
、
こ
の
確
認
状
を
狙
下
か
ら
得
よ
う
と
顧

っ
て
い
る
。
』

（
1
）
冨
k
p
何
回
巳
阿
F
n』岳、
H
2・
t

N

0
・
H
Y
A
5
・

（2
〉

g
ロ
ロ
昨
日
神
宮
司
自
国
件
同
曲
第
六
章
註
（
S
）
参
照
。

（3
）
凹
匝
】
g
i
g
s
E
g
g
S
E
E
Z・
修
道
院
の
司
H
O
B
Z芯
特
権
の
発
震
に
伴
っ
て
、
十
一
世
紀
以
来
司
教
層
は
修
道
院
に
対
す
る
教
会
裁
治
権
の

確
保
に
意
を
用
い
た
。
司
教
は
な
ん
ら
か
の
特
権
状
獲
得
に
協
力
し
た
際
に
は
殆
ん
ど
常
に
、
か
か
る
フ
ォ
ル
ミ
ュ

l
ル
に
よ
っ
て
裁
治
権
を
確
保
す
る

配
慮
を
払
っ
て
い
る
。
国
王
文
書
に
お
け
る
ケ
1
ス
に
つ
い
て
は
デ
〈
阿
Z
U阿
C
〈
同
刷
、
ド
同

A
F
5
2
g
m
v
g可色。
ι
a
g日
自
信
回
世
一
口
広
田
同
色
仲
間
芯
守

陣冊一回一世ロ

unHeapn
－P
色白ロ
m
河崎園、
h
s
b宮
町
・
＆
宮
丸
、
ミ
町
、
、
a＝明白宮崎『品市町、白誼崎旬、
J

？
∞
A
F

（同由同｛｝
y
同》一司・∞∞
M
t
ω
J
『司・

教
皇
特
権
文
書
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
表
現
の
種
類
が
あ
る
。

g
z
o－－－
s
u
n
0
1
2
8
2
5回目
g
a
g
S
H
O
E
S
Q・－
h
－－

t
g
g）

g
Z但
白
田
ロ
O包
ロ
匝
』
EmaHE－－・
0
1帥白
OMM同
（
』
・
・
ト
J

出。印∞斗∞〉

u
g
－－400MM時

mno同MO同
冨
岡
田
富
岡
帽
ロ
曲
目
。
ロ
回
白
O
〈』・，』い・・回。

E
由回）

hmmw
－4匝

帽口白
Hmwmwrw帽
（
昆
曹
司
叩
』
回
目
曲
目
。
同
比
一
）
品
。
ぴ
広
世
帽
件
。
匝
ロ
ロ
ロ
ピ
H

曲
HAW40Hawロ
民
同
（
』
－
EF－－ロ
2

問問
ω
由・印白
N
Y
印叶由回一〉
U

個
個
－

4曲目曲ロロロ山口同：・
2u山田口
OHup－－

2W402wロ広田（』・，
HE－図。
ω
四ω田町・印印
mvp
印回一
H∞・叩四回∞－

m叶M
∞・四四回∞・問団∞∞・明白一凶・
p
q可∞ゲ四四回叶）

第
十
四
章

ロ
ー
マ
の
特
権
状
。

ノ
ず
ム
・
唱
ナ
ス
テ
唱
ウ
ム

『
パ
ス
カ
り
ス
、
司
教
、
神
の
僕
の
僕
が
、
シ
ャ
ロ
シ
司
教
区
に
位
置
せ
る
新
修
道
院
の
ア
ル
ベ

p
グ
ス
院
長
、
な
ら
び
に
規
則
に
適
っ
て

交
替
し
て
い
く
べ
き
そ
の
後
継
者
達
へ
、
永
遠
に
。

信
仰
篤
き
意
図
と
魂
の
救
済
と
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
な
願
望
は
、
造
り
主
た
る
神
に
よ
り
、
い
さ
さ
か
の
遅
滞
も
な
く
充
た
さ
る

シ
ト
I
修
道
院
「
創
立
小
史
」
ハ
同
H
ミ
込
書
崎
、
局
、
選
定
）
邦
訳
ハ
岸
）

一
九
三



シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
〈
同
H
也
、

S
S
H
』
ぷ
ミ
E
S）
邦
訳
（
岸
）

一
九
四

べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
余
は
、
神
に
お
い
て
最
愛
の
子
等
よ
、
汝
等
の
信
仰
を
父
と
し
て
の
愛
情
を
も
っ
て
嘉
す
る
が
故
に
、
全
ゆ
る
困
難
を

こ
え
て
、
汝
等
の
祈
り
と
懇
願
を
受
け
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
さ
れ
ば
余
は
汝
等
が
静
穏
な
る
修
道
の
為
に
住
ま
ん
と
て
選
び
た
る
か
の
地

が
全
ゆ
る
死
す
べ
き
も
の
の
妨
害
か
ら
守
ら
れ
且
つ
自
由
に
で
あ
る
べ
く
認
可
し
、
同
時
に
汝
と
汝
の
後
継
者
逮
が
今
日
道
守
し
て
い
る
規
律

と
、
質
素
の
実
践
と
を
永
続
さ
せ
る
限
り
、
以
後
永
遠
に
か
の
修
道
院
が
存
続
せ
ら
れ
、
且
つ
使
徒
の
座
の
庇
護
の
下
に
特
別
に
保
護
せ
ら
れ

ん
こ
と
を
承
認
す
る
。
但
し
、
シ
ャ
ロ
ン
教
会
の
教
会
法
上
の
諸
権
利
の
尊
重
を
侵
す
こ
と
な
か
る
べ
し
。
」
「
か
く
て
本
命
令
状
に
よ
り
、
余

ノ
ず
ム
・
唱
ナ
ス
テ
uvウ
ム

は
、
誰
に
て
あ
れ
全
て
の
人
々
に
対
し
、
汝
等
の
修
道
生
活
の
現
状
を
変
更
し
、
又
汝
等
の
所
謂
新
修
道
院
の
修
道
士
を
規
則
ど
お
り
の
推
薦

状
な
し
に
受
容
れ
、
又
汝
等
の
修
道
生
活
を
い
か
な
る
も
の
に
て
あ
れ
謀
略
あ
る
い
は
暴
力
に
よ
っ
て
か
き
乱
す
こ
と
は
許
さ
れ
ざ
る
べ
く
禁

止
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
使
徒
の
座
の
代
理
者
で
あ
っ
た
我
が
兄
弟
、
り
ヨ
シ
司
教
が
、
彼
の
大
司
教
管
区
の
司
教
達
、
そ
の
聖
職
者

と
共
に
、
我
が
使
徒
職
の
先
任
者
、
故
ウ
ノ
ル
パ
ヌ
ス
二
世
の
命
令
に
よ
り
実
現
し
た
、
汝
等
と
モ
レ

1
ム
一
修
道
院
の
修
道
士
の
聞
の
か
の
争
議

の
和
解
を
、
余
は
至
当
且
つ
承
認
す
べ
き
も
の
と
し
て
確
認
す
る
。
」
「
さ
れ
ば
汝
等
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
最
愛
の
且
つ
思
慮
深
き
子
等
ょ
、

汝
等
は
、
汝
等
の
同
輩
が
世
俗
の
豊
か
さ
を
、
更
に
は
〔
規
律
が
〕
緩
い
修
道
院
の
、
厳
し
さ
の
欠
け
た
縛
め
を
捨
て
た
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
汝
等
が
常
に
こ
の
恩
寵
に
ふ
さ
わ
し
い
と
評
価
さ
れ
得
ん
が
為
に
、
汝
等
は
、
俗
界
の
喧
騒
と
快
楽
と
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
だ
け

に
、
全
精
神
、
全
霊
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
神
の
意
に
適
う
よ
う
、
汝
等
の
心
中
に
、
神
へ
の
畏
れ
と
愛
を
も
つ
よ
う

（

S
O
）

ヴ

f
ヶ
・
コ
l
メ
ス

充
分
に
配
慮
せ
よ
。
」
将
来
も
し
誰
か
大
司
教
或
い
は
司
教
、
皇
帝
も
し
く
は
玉
、
伯
或
い
は
副
伯
、
裁
判
官
、
将
又
誰
に
て
あ
れ
教
会
人
ま

た
は
俗
人
が
、
本
状
の
余
が
定
め
た
る
と
こ
ろ
を
知
り
つ
つ
、
敢
え
て
こ
れ
に
違
反
せ
ん
と
試
み
、
二
度
或
い
は
三
度
瞥
告
さ
れ
た
る
後
も
充

分
な
る
相
応
し
き
償
い
を
な
さ
ざ
る
場
合
、
そ
の
者
は
彼
の
権
力
と
職
位
を
失
う
ベ
し
。
更
に
神
の
裁
き
に
よ
っ
て
、
そ
の
犯
し
た
る
悪
事
に

つ
き
罪
あ
り
と
せ
ら
れ
、
神
な
ら
び
に
我
々
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
至
聖
な
る
血
と
体
と
か
ら
別
せ
ら
れ
、
加
え
て
最
後
の
審
判
に
お
い

て
厳
し
き
懲
罰
に
服
す
ベ
し
。

し
か
し
な
が
ら
、
か
の
修
道
院
に
対
し
、
義
し
く
奉
仕
せ
ん
と
す
る
者
全
て
に
は
、
我
等
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
平
和
が
あ
る
べ
く
、



又
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
て
は
善
行
の
み
の
り
を
得
ベ
く
、

又
厳
し
き
審
判
者
の
許
に
で
も
、
永
遠
の
平
和
と
い
う
報
償
を
見
出
す
ベ

し。
我
、
パ
ス
カ
リ
ス
、
ヵ
ト
リ
ッ
グ
教
会
の
司
教
、
副
署
せ
り
。

（ロ

l
グ）

（
モ
ノ
グ
ラ
シ
マ
）

「
天
な
る
主
の
言
に
よ
り
確
認
せ
ら
れ
た
り
。
」

さ
ら
ば
。

ト
ロ
ヤ
に
て
、
聖
ロ

l
マ
教
会
の
枢
機
卿
助
祭
ヨ
ハ
ネ
ス
の
手
に
よ
り
、
イ
ン
デ
ィ
グ
テ
ィ
オ
第
八
年
、

カ
リ
ス
二
世
教
皇
狙
下
の
使
徒
職
第
二
年
目
、
十
月
十
九
日
に
与
え
ら
れ
た
り
。
』

主
の
御
托
身
よ
り
千
百
年
、
パ
ス

（1
）
同
・
lF・印白鳥－

Z
K戸何回口同一
F
n
b
bミ
2
・
ロ
。
N
Y
E
Y
怠
ム
∞
－
一
一

O
O年
十
月
十
九
日
。

（
2
）
吉
田
話
弓
己
ロ
ロ
ヨ
・
教
皇
文
書
は
殆
ん
ど
全
て
ロ
！
？
時
代
以
来
の
書
筒
形
式
で
作
成
さ
れ
、
冒
頭
に
発
行
者
と
そ
の
職
名
｜
名
宛
l
挨
拶

（
白
色
三
田
神
宮
）
が
記
載
さ
れ
る

o
Z
宮
召
包
ロ
ロ
ヨ
は
ウ
ル
パ
ヌ
ス
二
世
が
、
教
皇
文
書
の
文
体
の
改
革
を
ヨ
ハ
ネ
ス
・
カ
エ
タ
ニ
に
委
嘱
し
て
以
来
、

所
謂
特
権
状
（
宮
守
口
。
岡
山
乙
の
白
色
三
田
氏
。
専
用
の
フ
ォ
ル
ミ
子
l
ル
と
な
っ
た
。
そ
の
他
は
第
六
章
の
ウ
ル
パ
ヌ
ス
二
世
の
書
簡
に
み
ら
れ
る
よ
う

に

g
z
g自
己

3
2
Sロ
g
g
v
g
E
K巴
0
5
B－
が
用
い
ら
れ
る
o

Q
・
〉
・
の
胃
〆
ミ
S
Eミ
§

S
ミ
ロ
ミ
ミ
S
E
F

］

U
R
F
呂田∞・

同
喜
江
口
仲

E
．z・1

J
「・

S
o
o－
ヨ
y
∞∞
Hl白血。・

（3
A
・B
－C
〉
本
特
権
状
の
内
、
シ
ト
1
修
道
院
に
固
有
の
主
文
（
島
田
匂

B
E
o
yは
「
」
を
付
し
た
A
－
B
の
部
分
の
み
で
あ
る
。
乙
の
内
（
3
A
〉
は
教

皇
保
護
特
権
の
賦
与
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い

o
g
z
p：（叩
U
2
8
1）：・
g
S
E
2
5
4叩
円
叩
三
日
開
の
フ
オ
ル
ミ
ュ
l
ル
を

有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
十
三
章
註
（
3
）
参
照
。
口
町
・
。
・

ωの民同一何回回一巳
y

gロ円回目
g
N
E
H
開
H
叩自立
0
5問
。
回
口
広
島
芯
血
叩
H
N即日件。門誌
g
m
m
p

N居
間

E
O
F
冊
目
ロ
回
喜
同
品
目
同
〈
叩
円
。
日
目
。
同

ωuBO晶
司

4
0
g
γ
可
申
ロ
E
－
z
c
s沼
崎
吉
良
宮
、
書
札
h
h

ミな町内～
b
b
q
h
・
。
。
師
陣
吉
田
色
件
。

k
F
F
F
S円四日ロロ
m
g－
切
品
・
同
・
宮
位
HH22・
H巴
A5・
ωω
・∞斗
Hl臼白血（叩門田口
E
g－時ロ

N
・句－

H町・見－－切品・

8
ハ
H
S
6・

hs・l
h
F
T
岡
島

Pωω
・
認
l

HHM・
〉
叉
保
護
特
権
と
し
て
も
、
他
の
修
道
院
に
対
す
る
特
権
状
の
当
該
フ
オ
ル
ミ
ュ

l
ル
と
比
較
し
て
、
極
め
て
一
般
的
な
そ
れ
で
あ
る
と
い
え
る
。

－
方
（
3
B
）
は
と
の
特
権
状
に
と
っ
て
真
に
固
有
の
内
容
で
あ
る
。
意
味
す
る
と
乙
ろ
は
、
フ
l
ゴ
l
の
裁
定
書
（
第
七
章
）
の
追
認
と
、
シ
ト
l

シ
ト
I
修
道
院
「
創
立
小
史
」
ハ
同
H
ロ
ミ
言
湾
、
ミ
還
さ
）
邦
訳
（
岸
）

一
九
五



シ
ト
i
修
道
院
「
創
立
小
史
」
（
同
H
ミ
S
S
M
h
u
R
H
3
E
S）
邦
訳
（
岸
）

一
九
六

の
回
vt由
民
同
と
し
て
の
確
認
で
あ
る
。

（3
C
〉
は
い
わ
ば
激
励
の
フ
ォ
ル
ミ
ュ
l
ル
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
決
し
て
本
書
簡
に
の
み
固
有
で
は
な
く
、
例
え
ば
ウ
ル
パ
ヌ
ス
二
世
の

冨
田
岡
田

g
s
R修
道
院
宛
の
特
権
状

C
・
同
区
宮
K
F
の
EWMg－』
u
応、
h
H
E込
雲
母
、
同
町
混
同
吋

E国
持
、
崎
町
内
b
・

E
・凹・の

0
2
E
m
g
L
u
g－回。
N0・
8
笥
翰
）

回
。
回
同
開
口
市
ロ
修
道
院
宛
ミ
・
ト
・

2
8・
同
ー
〉
冨
〉
の
目
白
河
川
山

w也、・ミ
r
t
M
M
w
呂
田
印
有
〉
に
も
み
ら
れ
る
。
更
に
続
く
部
分
は
、
実
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ

ス
一
世
以
来
定
式
化
さ
れ
て
き
た

gロ
2
5
で
あ
る
。

第
十
五
章

モ
レ
l
ム
よ
り
来
れ
る
シ
ト
l
修
道
士
の
諸
規
定
。

か
の
修
道
院
長
と
彼
の
修
道
士
連
は
、
彼
等
の
誓
い
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、

し
、
保
持
す
る
こ
と
を
心
を
一
に
し
て
定
め
た
。
彼
等
は
、
何
に
て
あ
れ
戒
律
に
違
反
し
て
い
る
も
の
を
彼
等
の
許
か
ら
放
棄
し
た
。

フ

ロ

ッ

ク

ス

ペ

ル

甲

キ

ア

カ

デ

チ

ア

外
衣
、
毛
皮
マ
シ
ト
、
ス
グ
ミ
ネ
ア
、
頭
巾
、
寝
台
用
品
、
お
よ
び
食
堂
に
お
け
る
各
種
の
料
理
、
脂
、
そ
の
他
戒
律
の
純
正
さ
に
背
く
も

の
の
全
て
を
放
棄
し
た
。
か
く
し
て
彼
等
は
、
彼
等
の
全
生
活
内
容
に
亘
っ
て
、
聖
務
の
面
で
も
他
の
規
定
の
面
で
も
戒
律
の
正
確
な
適
用
を

導
入
し
、
戒
律
の
轍
に
等
し
く
且
つ
一
致
す
る
よ
う
に
し
た
。
そ
れ
故
に
彼
等
は
古
き
人
を
脱
ぎ
す
て
、
新
し
き
人
を
ま
と
っ
た
（
コ
ロ
サ
イ

こ
の
後
、

聖
ベ
ネ
デ
ィ
グ
ト
ウ
ス
の
戒
律
を
そ
の
地
に
確
立

即
ち

書
、
三
章
、

9
l
m）
こ
と
を
喜
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
又
、
戒
律
の
中
に
も
聖
ベ
ネ
デ
ィ
グ
ト
ゥ
ス
の
伝
記
の
中
に
も
、
同
師
が
教
会

ヴ

イ

ラ

セ

ル

ヴ

ス

堂
や
祭
壇
、
或
い
は
奉
献
物
、
更
に
は
他
の
人
々
の
埋
葬
〔
料
〕
や
十
分
の
一
税
、
ま
た
竃
、
水
車
、
荘
あ
る
い
は
農
奴
を
所
有
し
た
と
い
う

こ
と
も
、
婦
人
を
そ
の
修
道
院
内
に
立
ち
入
ら
せ
た
り
、
彼
の
姉
妹
以
外
に
、
死
者
を
埋
葬
し
た
と
い
う
こ
と
を
も
読
み
と
り
得
な
か
っ
た
。

そ
れ
故
に
こ
れ
ら
全
て
を
次
の
よ
う
に
言
っ
て
放
棄
し
た
。
聖
父
ベ
ネ
デ
ィ
グ
ト
ゥ
ス
が
俗
事
か
ら
自
ら
を
別
せ
よ
と
教
え
給
う
て
い
る
そ
の

箇
所
で
（
戒
律
第
四
章
）
明
ら
か
に
証
言
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
即
ち
修
道
士
は
行
為
に
お
い
て
も
内
心
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
〔
俗
事
〕

に
向
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
修
道
士
と
い
う
彼
の
名
称
の
原
義
を
〔
実
現
す
べ
く
〕
追
求
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
と
。



同
時
に
彼
等
は
、
十
分
の
一
税
と
い
う
も
の
は
、
聖
霊
の
器
官
で
あ
っ
て
そ
の
定
め
を
侵
す
こ
と
が
漬
聖
を
犯
す
こ
と
で
も
あ
る
聖
教
父
達

に
よ
っ
て
、
四
つ
の
部
分
に
分
配
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
は
司
教
に
、
他
は
司
祭
に
、
第
三
は
そ
の
教
会
を
訪
れ
る
来
客
、
或
い
は
寡
婦
や
孤

児
、
ま
た
は
ど
こ
か
ら
も
食
物
を
得
ら
れ
な
い
貧
者
達
に
、
最
後
に
第
四
は
教
会
堂
の
復
興
に
〔
充
て
ら
れ
て
い
る
〕
と
言
っ
た
。
そ
し
て
こ

の
列
挙
の
中
に
、
自
ら
の
土
地
を
保
有
し
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
自
身
又
は
自
ら
の
家
畜
に
よ
っ
て
勤
労
し
て
生
活
す
べ
き
修
道
士
そ
の
も
の
を
見

出
さ
な
か
っ
た
が
故
に
、
他
人
の
権
利
を
自
ら
の
為
に
纂
奪
す
る
が
如
き
こ
の
十
分
の
一
税
を
拒
否
し
た
の
で
あ
っ
た
。

見
よ
、
こ
れ
ら
の
俗
世
の
富
を
軽
侮
し
て
、
新
し
い
キ
リ
ス
ト
の
兵
士
達
、
貧
し
き
キ
リ
ス
ト
と
共
に
貧
し
き
人
々
は
、
彼
等
の
許
に
到
来

す
る
来
客
を
、
富
者
で
あ
れ
貧
者
で
あ
れ
、
戒
律
が
キ
リ
ス
ト
〔
自
身
を
迎
え
る
〕
如
く
迎
え
よ
と
命
じ
て
い
る
と
お
り
に
（
戒
律
第
五
三

章
）
、
い
か
な
る
気
質
で
、
い
か
な
る
工
夫
で
、
或
い
は
こ
の
〔
修
道
院
〕
生
活
に
お
け
る
い
か
な
る
訓
練
に
よ
っ
て
も
て
な
す
べ
き
か
を
相

互
に
協
議
し
は
じ
め
た
c

又
、
そ
の
時
に
、
彼
等
は
助
修
士
と
し
て
有
者
の
俗
人
を
、
彼
の
司
教
の
許
可
を
得
て
受
容
れ
、
彼
等
〔
助
修
士
〕

を
、
生
き
て
い
る
聞
も
死
ん
だ
時
も
、
修
道
士
の
身
分
を
除
い
て
、
彼
等
〔
修
道
士
〕
自
身
と
同
じ
に
処
遇
す
る
こ
と
を
定
め
た
。
更
に
賃
労

働
者
を
受
入
れ
る
こ
と
も
定
め
た
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
援
助
な
く
し
て
は
、
彼
等
は
夜
も
畳
も
戒
律
の
命
ず
る
と
こ
ろ
を
完
全

に
守
り
う
る
と
は
判
断
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
彼
等
は
人
間
の
居
住
地
か
ら
離
れ
た
土
地
、
葡
萄
畑
、
牧
草
地
、
森
林
、
彼
等
自

身
の
使
用
に
の
み
あ
て
る
水
車
を
設
け
る
為
な
ら
び
に
漁
掛
の
為
の
水
流
、
馬
や
人
々
の
必
要
に
と
っ
て
有
用
な
諸
種
の
家
畜
類
を
受
納
す
る

タ
ル
テ
イ
ス
（
5
〉

こ
と
、
又
何
処
に
で
あ
れ
農
耕
を
行
う
為
に
農
場
を
設
け
た
際
に
は
、
修
道
土
で
は
な
く
前
記
の
助
修
士
達
が
そ
れ
ら
の
家
匡
を
統
べ
る
べ
き

タ
ラ
ウ
ス
ト
ル
ム

こ
と
を
決
定
し
た
。
何
と
な
れ
ば
、
修
道
士
の
住
居
は
、
戒
律
に
従
え
ば
、
彼
等
の
修
道
院
内
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
（
戒
律
第
六
六
章
）
か

ら
で
あ
る
。

ヴ
イ
ラ

更
に
聖
ベ
ネ
デ
ィ
グ
ト
ゥ
ス
は
修
道
院
を
都
市
や
城
砦
や
荘
に
で
は
な
く
、
人
々
の
往
来
か
ら
離
れ
た
場
所
に
建
設
し
た
と
い
う
こ
と
を
、

か
の
聖
な
る
人
々
は
知
っ
て
い
た
の
で
、
同
じ
く
競
い
合
お
う
と
約
束
し
た
。
し
か
も
彼
〔
聖
ベ
ネ
デ
ィ
グ
ト
ゥ
ス
〕
が
建
設
さ
れ
た
修
道

院
に
、
父
た
る
修
道
院
長
を
加
え
て
十
二
名
の
修
道
士
を
配
備
し
た
が
故
に
、
彼
等
も
そ
の
よ
う
に
な
さ
ん
こ
と
を
確
認
し
た
。

シ
ト

l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
ハ
同
H
ロ
ミ
定
送
、
ミ
S
S〉
邦
訳
（
岸
）

一
九
七



シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
（
同
H
ミ
hm電
器
、
ミ
さ
ミ
）
邦
訳
（
岸
）

一
九
八

（1
）

F
叩芯
2
0
に
よ
れ
ば
ζ

の
章
は
一
一
一
九
年
の
所
謂

E
R
E
M－
胆
の
叙
述
的
ヴ
ェ
ル
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
当
該

g
z
z
z
の
戸
え
雪
認
に
よ
る
フ
ラ
ン

ス
語
訳
が
岡
、
阿
国
内
〉
戸
。
、
・

nhH32yωHN1ωNH
に
あ
る
。

（2
）
聖
ベ
ネ
デ
ィ
タ
ト
ゥ
ス
の
伝
記
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
大
教
皇
の

b
E守
吉
良
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
。
彼
の
姉
妹
ス
コ
ラ
ス
チ
カ
に
つ
い
て
は
、
二

章
三
三
以
下
に
み
ら
れ
る
。
富
岡
の
一
Z
戸
、
・
』
F
J

骨・

8
・白色－

H
E
Z
a－

（3
）
自
己
ロ
田
口
富
田
↑
ミ
ミ
リ
れ
た
ハ
孤
独
な
る
者
）
O

例
え
ば
、
百
四
円
g
uミ
E
田畑何回】－

HF・－－宮
S
E
E
S－
E
叩
己
曲
D
E
f－（白山
Hhv
恒常

u
q
の〉
Z
の同♂

〈
。

A
富
O
Z〉
の
国
H
V）
0

（4
）

n
S
4
0同曲目】色白山

V
R
Z民
・
或
い
は
「
有
霧
の
俗
人
助
修
士
」
と
も
訳
し
う
る

o
gロ
S
H
m
g
は
旧
く
は
修
道
士
そ
の
も
の
を
指
し
た
が
、
十
一
世

紀
に
は
幼
時
か
ら
修
道
院
内
で
養
成
さ
れ
た
修
道
士
官
丘
町
さ
い
ろ
に
対
し
て
、
壮
年
に
至
っ
て
修
道
生
活
に
身
を
投
じ
、
そ
れ
故
文
字
に
晦
い
修
道
士

。
E
3
0
S
F
広
z
g
o）
を
専
ら
指
し
た
。
ク
リ
ュ
ニ

1
の
慣
習
律
に
お
け
る

g
国
語
同
包
は
乙
れ
で
あ
る
。
、
合
同
町
南
ミ
ミ
S
S
E
E崎町
Ehmggn
～R
S
．9

2
2
F
な
n・

s・－
no】・叶
HP
斗
N0・斗
8
・
8
8・
乙
乙
に
見
え
る

noロ
4
2包
と
は
同
町
g
p
〈
包
HOB官
2
8
等
所
謂
改
革
修
道
院
に
採
用
さ

ト
ン
ス
ラ

れ
た
新
制
度
上
の
存
在
で
、
修
道
饗
願
を
た
て
る
こ
と
な
く
（
従
っ
て
剃
髪
を
受
け
ず
、
営
を
そ
ら
な
い

H
Z同
宮
件
。
修
道
院
に
身
を
投
じ
、
生
産
活

動
、
雑
務
を
主
と
し
て
行
う
助
修
士
で
あ
る
。
彼
等
は
又
、

Z
山口仲田
S
S
E
W
間
同
三
円
。
印
】
丘
丘
－

V
R
Z丘
・
と
も
呼
ば
れ
る
。
シ
ト
ー
に
於
け
る
彼
等

の
身
分
に
つ
い
て
は
、
一
一
六
O
l
一
一
七
O
年
頃
書
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
虫
色
守
宮
一
』
言
同
町
、
え
き
宮
内
向
宮
崎
s
s
s
a
S
E
s
a
n
E
q
a
S足送、

ロS
お
lぉ
・
内
回
世
ロ
回
忌
〉
岡
、
吋
WZH凶

2
0
C同
〉
z
u－也、・

nh？
？
〈
ア
白
色
・

8
ミ
lHE∞
に
詳
し
い
。

（5
〉
口
ロ
ユ
即
日
は
伺
g
ロ山口

0・同
g
g
p
（
H
聞

g
ロ
向
。
）
と
同
様
、
農
業
経
営
の
中
心
と
な
る
建
造
物
の
意
味
か
ら
、
経
営
単
位
全
体
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た

語
で
あ
る
。
シ
ト
ー
で
は
む
し
ろ
後
者
唱
g
向
。
の
語
が
一
般
的
と
な
っ
た
。
シ
ト
1
の
間
同
国
ロ
同
叩
に
つ
い
て
は
、
〉
－

U
H
g
E
F
同三－
A
の同国ロ問。
v－

E
S
Z
N
V室
町
白
書
島
町
可
向
島
守
口
hHEEDミ屯宮崎
L
・
印
・
呂
田
・

3
・
U
∞斗
luuω
を
参
照
。

第
十
六
章

彼
等
の
悲
し
み
に
つ
い
て
。

そ
の
当
時
は
、
そ
の
地
へ
彼
等
を
倣
び
に
来
る
者
が
稀
で
あ
っ
た
為
に
、
前
述
の
神
の
人
、
即
ち
修
道
院
長
と
彼
の
修
道
士
逮
を
少
し
ば
か

り
の
悲
し
み
が
う
ち
ひ
し
が
せ
た
。
聖
な
る
人
々
は
、
見
出
し
た
天
上
の
諸
徳
の
宝
庫
を
、
多
く
の
人
々
の
救
い
に
役
立
て
ん
が
為
に
、
後
継

者
へ
と
渡
し
継
ぐ
こ
と
を
熱
望
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
彼
等
の
生
活
の
、
並
外
れ
た
、
又
殆
ん
ど
前
代
未
聞
の
厳
し
さ
を
見

む
し
ろ
心
も
身
体
も
遠
去
か
る
こ
と
を
急
ぎ
、
彼
等
自
身
の
忍

た
り
聞
い
た
り
し
た
者
は
こ
と
ご
と
く
、
彼
等
に
近
づ
こ
う
と
急
ぐ
よ
り
は
、



耐
に
つ
い
て
、

こ
の
霊
的
な
軍
勢
に
霊
感
を
与
え
た
ま
い
し
神
の
慈
愛

は
、
多
く
の
人
々
の
利
益
の
為
に
、
こ
の
軍
勢
を
著
し
く
ゆ
た
か
に
し
つ
づ
け
、
且
っ
た
え
ず
完
成
し
つ
づ
け
給
う
た
。

た
め
ら
う
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

〔
そ
れ
は
〕
次
章
以

下
が
明
ら
か
に
す
る
が
如
く
で
あ
る
。

第
十
七
章
初
代
修
道
院
長
の
死
と
、
第
二
代
修
道
院
長
の
推
戴
に
つ
い
て
、

お
よ
び
彼
等
の
定
め
に
つ
い
て
。

し
か
し
て
主
の
人
ア
ル
ベ
リ
グ
ス
は
キ
リ
ス
ト
の
学
校
（
戒
律
序
章
）
に
於
い
て
、
九
年
半
を
通
じ
て
規
則
正
し
い
規
律
に
よ
っ
て
至
福
に

も
励
み
、
神
の
許
へ
と
み
ま
か
っ
た
（
一

O
九
九
年
一
月
二
六
日
）
。
彼
は
信
仰
と
諸
々
の
徳
に
お
い
て
卓
越
し
て
お
り
、

永
遠
の
生
命
に
お
い
て
も
又
神
か
ら
の
報
償
に
恵
ま
れ
た
。

い
だ
。

そ
れ
に
よ
っ
て

こ
の
者
を
、

ス
テ
フ
ア
ヌ
ス
と
い
う
名
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
出
身
の
修
道
士
が
継

他
の
人
々
と
共
に
モ
レ

l
ム
か
ら
当
地
ま
で
来
た
者
で
あ
り
、
戒
律
と
こ
の
修
道
院
を
愛
す
る
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期

F
ウ
ツ
タ
ス

に
、
修
道
士
達
は
同
修
道
院
長
と
共
に
、
こ
の
土
地
の
侯
、
或
い
は
誰
に
で
あ
れ
他
の
諸
侯
が
、
当
教
会
内
で
、
従
来
祝
日
に
行
う
慣
例
で
あ

っ
た
彼
等
の
集
会
を
、
い
か
な
る
時
に
も
開
催
せ
ぬ
よ
う
禁
止
し
た
。
（
何
と
な
れ
ば
）
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
等
〔
修
道
士
〕
が
夜
も
昼
も
敬
度

彼
も
又
、

に
神
に
仕
え
ま
つ
ら
ん
と
熱
望
す
る
そ
の
神
の
家
〔
即
ち
教
会
堂
〕
に
、
何
か
倣
慢
さ
や
富
裕
さ
を
ふ
り
ま
く
よ
う
な
も
の
が
残
っ
た
り
、
或

い
は
彼
等
が
自
発
的
に
選
ん
だ
、
清
貧
と
い
う
徳
の
番
人
を
い
さ
さ
か
で
も
損
っ
た
り
す
る
こ
と
の
な
き
よ
う
に
で
あ
っ
た
。
更
に
彼
等
は
、

金
や
銀
の
十
字
架
を
所
持
せ
ず
に
、
彩
色
さ
れ
た
木
製
の
そ
れ
の
み
を
所
持
す
る
こ
と
、
燭
台
は
鉄
製
一
基
の
み
、
香
炉
も
銅
或
い
は
鉄
製
の

カ

ズ

ラ

ア

ル

パ

ア

ミ

タ

ト

ウ

ス

み
、
櫨
衣
は
金
銀
の
縁
取
り
の
な
い
フ
ア
ス
チ
ャ
ン
織
か
り
ネ
シ
製
の
も
の
の
み
、
長
白
衣
も
肩
布
も
同
様
に
金
銀
の
縁
取
り
の
な
い
り
ネ
シ

製
の
も
の
の
み
を
所
持
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
パ
リ
ク
ム
、
グ
ル
マ
チ
ヵ
、
カ
叫
ノ
パ
な
ら
び
に
〔
聖
務
用
〕
ト
ウ
ニ
カ
は
完
全
に
放

カ
リ
ス

棄
し
た
。
し
か
し
彼
等
は
金
製
で
は
な
く
銀
製
の
聖
杯
を
、
し
か
も
出
来
う
れ
ば
金
め
っ
き
の
も
の
を
、
又
銀
製
の
フ
ィ
ス
ト
ゥ
ラ
、
そ
れ
も

可
能
な
ら
ば
金
め
っ
き
の
そ
れ
を
、
ま
た
ス
ト
ラ
と
マ
エ
プ
ル
ス
も
金
銀
が
つ
か
ず
布
だ
け
で
出
来
た
も
の
を
所
持
し
た
。

更
に
祭
壇
の
パ

シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
ハ
同
H
也
、
色
町
宮
、
司
、
ミ
芸
道
）
邦
訳
（
岸
）

一
九
九



シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
（
同
H
ミ
＆
E
5
h
u
bミ
ミ
ヨ
）
邦
訳
（
岸
〉

二
O
O

リ
汐
ム
は
リ
ネ
シ
で
製
ら
れ
、
か
つ
絵
を
入
れ
な
い
平
織
り
で
あ
る
よ
う
命
じ
、
又
ミ
サ
用
葡
萄
酒
瓶
は
金
銀
を
用
い
ず
に
作
ら
れ
る
よ
う
に

命
じ
た
。

エ
タ
レ
シ
ア

そ
の
頃
に
は
、
当
修
道
院
は
土
地
や
葡
萄
畑
、
牧
草
地
、
農
園
の
面
で
発
展
し
た
が
、

た
。
そ
れ
故
に
こ
の
噴
、
主
が
こ
の
地
を
訪
れ
給
い
、
後
継
者
が
全
く
無
い
為
に
、
主
に
乞
い
願
い
、
主
に
よ
ば
わ
り
、
主
の
前
で
涙
し
、
夜

も
昼
も
長
く
深
い
吐
息
を
つ
き
、
殆
ん
ど
絶
望
の
入
口
に
至
っ
て
い
た
人
々
に
、
そ
の
憐
み
深
い
め
ぐ
み
を
ふ
り
注
ぎ
給
う
た
。
と
い
う
の

は
、
俗
世
に
あ
っ
て
は
ひ
と
し
く
権
勢
あ
り
高
貴
な
身
分
の
、
多
数
の
教
養
あ
る
貴
族
の
出
の
聖
職
者
逮
を
、
神
の
思
寵
は
、
こ
の
修
道
院
に

い
ち
ど
き
に
送
り
込
み
給
い
、
修
練
士
宿
舎
に
三
十
人
が
同
時
に
欣
然
と
入
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
信
仰
に
お
い
て
後
退
す
る
こ
と
は
な
か
っ

そ
し
て
彼
等
は
自
分
自
身
の
悪
徳

と
、
悪
魔
共
の
誘
惑
に
対
し
て
力
強
く
立
派
に
戦
い
、
彼
の
走
る
べ
き
道
程
を
全
う
し
た
の
で
あ
っ
た
（
テ
モ
テ
後
書
、
四
章
、

7
）。

の
模
範
に
よ
っ
て
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
の
地
方
の
老
い
た
る
も
若
き
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
年
令
の
人
々
が
勇
気
づ
け
ら
れ
、
戒
律
を
守
る
に
際
し

彼

等

て
以
前
は
嫌
忌
し
て
い
た
不
可
能
事
が
、

（
マ
ダ
イ
伝
、
十
一
章
、
初
）
に
服
せ
し
め
、
辛
く
厳
し
い
戒
律
の
命
令
を
熱
心
に
愛
し
、

今
度
は
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
当
地
に
馳
せ
参
じ
、

エ
ク
レ
シ
ア

か
の
修
道
院
を
驚
異
的
な
程
喜
こ
び
に
満
ち
さ
せ

倣
慢
の
首
を
キ
リ
ス
ト
の
易
き
駆

且
つ
強
化
し
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。

（1
）
盟
芯
ロ
ロ
巾
出
肺
門
全
国
間
（
n－
H
o
g－
H
E
A
C
お
そ
ら
く

E
5
2
8
2
E
g
の
区
民
江
OH
の
貴
族
の
出
身
で
近
隣
の

ω吉岡
Z
E
修
道
院
（
U
0
2
0
7

岳
山
門
叩
）
に
入
る
。
後
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

E
m
g
o
g
修
道
院
に
学
び
、
次
い
で
大
陸
に
渡
り
ロ

1
7
巡
礼
の
帰
途
モ
レ
l
ム
修
道
院
に
投
ず
る
に
至
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
。
・
。
口
湖
ω何回、．句
H・同同町旬、
HE同一周ぬ可
hb．＝句－

b
F
F
h
h片品内町同時白一
E
H・門。。口町
bHOHMS
但
己
同
〉
ヨ
町
田
島
ロ
気
回
申
b
o
品。

U
ぷ

0
ロ）‘

巴
ぷ
0
ロ・同国由日。

（2
）
後
の

2
・切
2

g

E
向
田

0

2
巴
2
2
H
と
彼
の
率
い
る
三
十
人
の
修
道
士
の
加
入
へ
の
言
及
で
あ
る
。
開
・
〈
〉
の
〉
Z
U〉問。・

3
同
母

h町民輔さ・

NW時
三
島
ミ
－

S
F
h
A崎
町
宮
町
ミ
b
E
H
W
F
F
℃・

8
巾仲間
v
・

a－
H
M
R
F
H
o
z
E・呂田印－

u
o
E－
S
N
F
以
来
一
一
一
二
年
四
月
と
さ
れ
て
い
る
。



第
十
八
章

彼
等
が
建
設
し
た
修
道
院
に
つ
い
て
。

こ
の
時
以
後
、
彼
等
は
さ
ま
ざ
ま
の
司
教
区
内
に
修
道
院
を
建
設
し
た
。
そ
れ
ら
は
寛
大
且
つ
強
力
な
主
の
祝
福
に
よ
っ
て
、

し
、
八
年
目
に
は
、
特
に
シ
ト

l
修
道
院
か
ら
発
し
た
も
の
と
、
更
に
そ
れ
ら
か
ら
生
れ
た
そ
の
他
の
も
の
を
あ
わ
せ
て
十
二
の
修
道
院
が
建

設
さ
れ
て
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た
。

日

々

誕

生

（1
）
シ
ト
l
修
道
院
の
娘
修
道
院
は
次
の
と
お
り
。
下
創
司
OH芯
（
H
H
H
3・
旬
。
三
日
間
口
同
（
H
H
H
6・
2
巴
2
凹＝
H
〈

H
H
H
3
．ζ
。同－
S
E
n－
G
H
H
3
．F
2
巴
『

（H
H
H
3・
図
。
ロ
ロ
2
と
（
H
H
H
S、
更
に
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ィ
の
娘
修
道
院
、
回
O
E
H
S
（
H
H
H
3・
。
包
o
z
Z
（HHNC）
、
ク
レ
ル
ヴ
ォ
l
の
娘
修
道
院
、

斗

HO干
司
S
S
2
2
（H
H
H
3・
句
。
ロ
窓
口
ミ
（
H
H
H
3・
モ
リ
モ
ン
の
娘
修
道
院
切
色
HOSzun
（HHND
骨・

ω
泊

NO
田
）
。
こ
れ
ら
に
シ
ト
ー
を
加
え
て
十
二

修
道
院
と
な
る
。
従
来
乙
れ
に
も
と
づ
い
て
、
本
開

g
E吉
田

3
2
E
g
の
執
筆
時
期
が
推
定
さ
れ
て
き
た
。
即
ち
十
二
番
目
の
修
道
院
国

azsz

の
創
立
一
一
二

O
年
三
月
二
十
日
と
、
十
三
番
目
の
↓
仲
間
E
o
g
が
創
立
さ
れ
た
同
年
十
月
十
八
日
の
簡
に
肘
H
O
E
E
B
司担同

g
g
が
成
っ
た
と
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
本
章
の
時
称
は
、
他
の
寧
と
同
じ
完
了
形
で
あ
り
、
必
ず
し
も
執
筆
当
時
の
現
況
を
叙
述
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ

こ
の
章
で
筆
者
が
意
図
し
た
の
は
、
十
二
と
い
う
象
徴
的
な
数
の
修
道
院
が
建
設
さ
れ
る
為
に
、
僅
か
八
年
し
か
、
か
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
そ
の

も
の
の
叙
述
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

各
修
道
院
の
創
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
「
』
〉
Z
〉
ロ
ωの
民
開
戸
。
ミ
崎
町

E
ヨ
門
町
民
向
え
な
さ
言
ヨ
吋
也
、
司
暗
号
、
守
ミ
さ
え
な
E
6・

5
2ロ0
・

H

∞ゴ．

同
時
唱
円
・
虫
色
向
。
君
。
。
品
（
Z
・1
3・
昌
宏
・
を
参
照
。

シ
ト
l
修
道
院
「
創
立
小
史
」
（
同
H
ミ
込
E
s
h
u
bミ
E送
）
邦
訳
（
岸
）
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